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巻頭言

巻頭言

れた。デフレ脱却・経済再生、歳出改革、
歳入改革の3つの柱で財政健全化を進
め、このうち歳出改革では「特に支出規
模の大きな社会保障及び地方財政につい
て重点的に取り組む」とされたのである。
　2月12日の経済財政諮問会議では、内
閣府から「中長期の経済財政に関する試
算」が提出され、2015年度の国・地方の
基礎的財政収支（PB）の対GDP比は▲
3.3％程度となり、2020年度の国・地方の
PBの対GDP比は経済再生ケースの場合
で▲1.6％程度、約9.4兆円の赤字となる
ことが示された。これらを受けて、民間
議員を中心に国・地方のPB対GDP比を
2020年度までの5年間で3.3％改善するた
めの論点整理が今後、進められることに
なっている。
　こうした経済財政諮問会議の議論と軌
を一にするように、財政制度等審議会で
2020年度PB対GDP比の黒字化に向けた
議論が繰り広げられている。財政審委員
の土居丈朗慶大教授は、総合研究開発
機構（NIRA）の共同提言において、財
政健全化に向けて基礎的財政収支黒字
化の目標を断固堅持する、黒字化達成
に向けて歳出削減と増税による税収確保
を一体として進める、社会保障支出削減
によって3.4 ～ 5.5兆円の赤字削減が可能
であり、なお不足する分は消費税の更な
る引き上げが必要である、などと主張し
ている。
　2015年度政府予算では、消費税増収
分8.2兆円のうち「社会保障と税の一体
改革」で措置することとされていた社会
保障の充実に1.35兆円が充当される。こ
れには子ども・子育て支援新制度の4月
実施が含まれており、社会保障を充実・
安定化させるために消費税率を引き上げ
る一体改革はその緒についたにすぎな
い。しかも消費増税が社会保障の充実
に充てられている実感が乏しいとの声が
聞かれるなかにあって、財政再建のため
に社会保障を削減するなどといった倒錯
した論理は、到底、国民に受け入れられ
るものではない。これでは朝令暮改のそ
しりを免れない。

明したのは昨年11月18日のことだった。
首相が表明した消費税率10％への引き
上げ時期は、去る3月31日に成立した「所
得税法等の一部を改正する法律」によ
り2017年4月1日で確定した。
　そもそも、今回の消費税率の引き上
げは民主党政権時に開始され、最終的
には民主・自民・公明の3党合意により
実現した「社会保障と税の一体改革」
によるものである。この一体改革の目的
について、政府広報は次のように記して
いる。「高齢化が進んだ社会でも、世代
を問わず一人ひとりが安心して暮らせる
社会を実現するために、消費税率の引
き上げで得られた財源で、全世代を対
象とする社会保障の充実をはかります。」
　具体的には、消費税率を5％から8％、
そして10％へと段階的に引き上げて社
会保障の安定財源を確保し、将来世代
への負担の先送りを減らして社会保障
の持続可能性を高めることにつながるも
のとされた。つまり、消費税率の引き上
げは、あくまで社会保障の持続可能性
を高めるためのものであることが強調さ
れているのである。
　そして、消費税率引き上げによる財源
のうち1％分、2.8兆円は社会保障の充
実に充てることとされ、子ども・子育て
に0.7兆円、低所得者の年金加算に0.6
兆円、医療・介護の充実に1.6兆円を充
てることになっている。これらの国民へ
の約束とも言える社会保障の充実に向
けた施策がきちんと行われているのか
の検証を行っていくことが重要である
が、しかし一方で、こうした一体改革の
理念と目的を忘れ去ってしまったのかと
見紛うような議論が、いま政権内部で
正々堂 と々進められている。
　解散・総選挙の直後の12月27日の経
済財政諮問会議において、「経済再生と
両立する2020年度の財政健全化の達成
に向けた具体的な計画」の策定を今夏
の「骨太方針」で取りまとめるべく議論
を進めるという、注目すべき提案がなさ

倍首相が消費税率10％への再引
き上げの先送りと衆議院解散を表 安
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　 視　点

学校の教員の問題が、さまざまなメディアで取り上

げられている。とかく不祥事に注目が集まりがちで、

労働の側面について語られることはあまりないのだが、

勤務条件に目を向けると、多くの問題がみえてくる。

公立学校の教員の勤務条件でもっとも特徴的な点

は、時間外勤務手当が支払われていないことであろう。

給特法（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法）という法律で、教員には原則と

して時間外勤務を命じないこと、時間外勤務を命じら

れるのは、生徒実習、学校行事、教職員会議、非常災

害に限ること、給料月額の４％の教職調整額を支給す

ること、が規定されている（教職調整額は、残業時間

に見合った時間外勤務手当がない代わりに支給される

もので、時間外勤務手当にして１か月あたりの残業約

８時間分に相当する）。

ところが、文科省の調査によると、教員は授業以外

の多様な業務に時間をとられ、授業準備や成績処理と

いった主たる業務さえ勤務時間内に完遂できず、長時

間の残業や持帰り仕事を行っている。残業時間は、小・

中学校平均で１か月あたり約42時間に及ぶ。にもかか

わらず、給特法があるために、そうした時間外労働は、

校長の命令に基づかない「教員の自発性や創造性に基

づく勤務」とされ、時間外勤務手当が支払われていな

いのである。明示的な命令がなくても、本来の業務の

準備等を所定時間外に行うことを余儀なくされた場合、

その時間は労働時間であると解する労働法の考え方か

らすると、驚くべきことである。

教員の勤務を管理する側からみると、給特法は、教

員が時間外労働を行っても時間外勤務手当を支払わな

くてすむという仕組みになっている。教員の恒常的な

時間外労働の実態を勘案すれば、給特法が無定量の時

間外労働と実質的な給与の切り下げの一因になってい

るとの批判がなされるのも、当然のことといえよう。

給特法のかかる規定は「教員の職務と勤務態様の特

殊性」に基づくものとされている。すなわち、教員の

職務は、複雑、困難かつ高度な問題を取り扱う特殊な

ものであり、勤務時間管理を行うのは適当ではない、

などというのである。しかし、なぜ教員の業務だけが、

他の労働者や公務員のそれとは異なり、勤務時間管理

が行えないほど特殊といえるのかは判然としない。

給特法をめぐっては、教職調整額の一律支給を維持

しつつ支給率を引き上げるべきとする意見、教職調整

額の支給率に幅をもたせて勤務実態に応じて支給すべ

きとする意見、教職調整額を廃止して時間外勤務手当

を支給すべきとする意見など、さまざまな考え方があ

るが、私としては、教職調整額を廃止し、勤務時間管

理を徹底して勤務時間に見合った時間外勤務手当を支

給するのが適当であると考えている。

むろん、教員の働き方をあわせて見直す必要がある

ということは、いうまでもない。OECDの調査では、

日本の教員は、他国の教員に比べて、授業に費やす時

間が短い反面、諸外国では教員が担わない事務業務や

課外活動の負担が大きいために、総労働時間が長いこ

とが明らかになっている。こうした現状を踏まえ、都

道府県や市町村の教育委員会は、事務業務の効率化や

課外活動のあり方の見直しなどに着手している。

政府においては、2007年に中央教育審議会で教員

給与について答申がまとめられたのち、翌年には教職

調整額について検討が行われ、見直しの論点と方向性

が整理された。しかし、それらがいまだ停滞したまま

になっているというのは、いかなることであろうか。

教員の勤務条件や働き方を見直すということは、教員

が担うべき仕事は何かを考えることであり、ひいては

教育のあり方を変え、その質を高めることにつながる。

政府は、教育改革を掲げるのであれば、教員の勤務条

件や働き方の改善こそ、早急に進めるべきであろう。

（連合総研研究員　柳　宏志）

教員の勤務条件の問題

―  3  ―
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　男性に対して注目が集まっている。『平成
26年度版 男女共同参画白書』では、特集「変
わりゆく男性の仕事と暮らし」が組まれた。
男女共同参画は、一般的に女性を対象とした
政策というイメージがある。実際、同白書で
男性の特集が組まれるのは、今回が初めての
ことであった。また、各種のメディアでは、
NHKの『クローズアップ現代』（2014年7月
31日）で放送された「男はつらいよ2014−
1000人“心の声”」や『AERA』（2014年9月1
日号）の特集「男がつらい」のように、男性
の「生きづらさ」に焦点を当てたものが目立
つ。こうした議論で、論点は男性の働き方の
見直しや家事・育児参加、あるいは若い世代
の価値観など多岐に亘っているが、必ずしも、
男性の何が問題なのかが十分に理解されてい
るわけではない。
　男性学は、男性が男性だからこそ抱えてし
まう「男性問題」を考察するための学問であ
る。男性に関心が集まり、しかも、どのよう
に議論すべきなのかが明確ではない現状にお
いて、男性学へのニーズは高まっている。本
稿では、男性学について日本だけではなく、
英語圏の研究動向を踏まえて紹介する。そし
て、男性学の主要な関心の一つである男性と
仕事の関係を取り上げ、いまなぜ男性学が必
要なのかを考える。

1. 日本における男性学の歩み①
　 −1980年代から1990年代
　日本では、1980年代の後半から学術的な分
野で、男性学の取り組みが始まった。1986年
には、日本における男性学の先駆けとされる
渡辺恒夫の『脱男性の時代』が出版されてい

る。渡辺は、書店や図書館に「婦人問題」 
「女性問題」という棚が設けられる一方で、
男性についてはそのようなタイトルの書籍さ
えないことから、「女であること」に比べて「男
であること」には問題がないと考えられる傾
向があると指摘する（渡辺 1986:1-2）。しかし、
この想定は誤りであり、「深層心理の領域ま
で降りてゆけば、『男であること』は『女で
あること』よりも一層多くの問題をはらんで
いることが、性の科学と精神分析学によって、
この20年ほどの間に明らかにされている」

（同:2）と主張した。
　1989年には、渡辺を編者とする『男性学の
挑戦』が刊行される。その中で、中河伸俊が 

「男の鎧――男性性の社会学」という論文で
欧米の研究動向をふまえ、今日にも通じる議
論を展開している。中河は男性が女性の「足
を踏んでいる側」であるとの認識を前提に、 

「既存の女性／男性関係をめぐる制度的枠組
みは実は、男性自身にとっても抑圧的なもの
ではないだろうか」（中河 1989:5）と問いか
ける。
　男性にとっての抑圧という視点が導入され
ることによって、「男性問題」は「男性自身
の解放の問題」としての意味をおびると中河
は考えた。中河の議論から四半世紀が経過し
た現在においても、男性が当事者として男女
平等の問題に向き合っているとは言い難い。
男性性が男性の生き方を強く規定し、とりわ
け現代においては「生きづらさ」の原因となっ
ていることを男性たちは理解する必要があ
る。
　行政的な取り組みに目を向けると、東京都
足立区では、全国に先駆けて1990年から２年

田中　俊之
（武蔵大学助教）

いまなぜ男性学なのか
～男性学・男性性研究から見えてきたこと～
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連続で男性向け講座が開催されている。「男
性改造講座」というタイトルのこの講座は、
固定的な性別役割分業観の改変を目的とし
て、「『女性問題は男性問題』を基点に、男性
だけを対象」（足立区女性総合センター編 
1993:8）に実施された。
　「男性改造」の意味については、次のよう
な解説がなされている。「『改造』のねらいは

『男も女も生きやすい社会』であり、『人間関
係豊かな文化』を創造する主体者を形成する
ことです。私たちはあえて挑発を受けてみよ
うという男性を求めて、この名称にこだわり
ました」（同8-9）。学問分野だけではなく実
践的な面でも、男性の主体的な取り組みが期
待されていたことが分かる。
　1996年には、本格的な男性学の入門書であ
る伊藤公雄の『男性学入門』が出版された。
1980年代から展開されてきた男性をめぐる議
論が、一定の蓄積を持った成果である。伊藤
は男性学が「男性社会を男性の目で読み直す
ための学問」であるとし、多くの男性たちが

「『男らしくあれ』という要求のもとで抑圧さ
れてきたことに、これまで十分に自覚的では
なかった」（伊藤 1996:129）と主張した。
　こうした男性学的な知見を理論的な柱とし
て、1990年代には、日本でもメンズリブ運動
が展開されていた。メンズリブとはウーマン
リブの男性版、つまり、男性解放運動である。
男女雇用機会均等法が施行され、セクシュア
ル・ハラスメントが新語・流行語大賞を受賞
するなど「女性問題」に注目が集まった80年
代を経て、女性と共に「女性問題」を考える
だけではなく、一部の男性は当事者として「男
性問題」に向き合い始めていたのである。
　メンズリブ運動の主張の一つに、「男性の
働き方の見直し」があった。ようやく、男性
の育児休業や時短勤務が課題として認識され
はじめた今日から見れば、先進的な議論に見
える。しかし、イクメンという言葉も存在し
なかった1990年代の日本社会では、まだ男性
は「フルタイム労働に従事して、妻子を養う」
という「常識」が根強く残っていた。そのため、
メンズリブ運動の主張は一般的に理解されに
くく、残念ながら、運動自体も2000年を迎え
る頃には収束してしまった。

2. 日本における男性学の歩み②
 　−2000年代以降
　1990年代の男性学はまだ理論的な面で十

分な考察がなされていなかったが、2000年に
なると英語圏の研究成果を取り入れこうした
弱みを克服していく。2006年に出版された『男
らしさの社会学』の中で、多賀太は男性を分
析するためには、「複眼的な視点でアプロー
チ」することが重要であると主張している。

「男性性を性役割としてとらえる立場におい
ては、男女それぞれのあり方は画一的なもの
と見なされがちであった。しかし、男性性の
定義には様々なものがあり、男性の存在形態
には様々なタイプがある。したがって、今日
の英語圏の研究においては、『男性性』は
masculinitiesと複数形で表記されるのが通例
となっている」（多賀 2006:21）。
　2009年には、村田陽平が『空間の男性学』で、

「中年シングル男性の居場所」や「たばこ広
告の男性身体と空間表象」といったテーマを、

「空間の諸問題を男性学的視点からとらえる
『空間の男性学』というパースペクティブ」（村
田 2009:ⅰ）から分析した。同年、田中俊之
が『男性学の新展開』で、複数形としての男
性性という視座から、日本における理想的な
男性のイメージが、「フルタイム労働に従事
しながら妻子を養う男性像」であることを明
らかにした。
　いずれも英語圏の理論研究の成果を踏まえ
て議論が展開されており、研究対象は男性か
ら男性性へとシフトしている。次節で詳しく
説明するが、男性を固定的な実体として見る
のではなく、ある社会においてどのような男
性性が男性と関連づけて想定されているのか
を分析しているのである。したがって、2000
年代以降の研究は、男性学ではなく男性性研
究という名称の方が相応しいと考えられる。
　政策面に目を向けると、1999年の男女共同
参画社会基本法の制定にともなって多くの女
性センターが男女共同参画センターへと改組
され、女性だけではなく男性にたいしても対
応が求められていく中で、男性を対象とした
講座は重要性を増していった。
　ただし、「男性問題」が「社会問題」として
取り組むべき課題として本格的に認識される
ようになったのは、ようやく2010年代に入っ
てからである。国が策定した第3次男女共同参
画基本計画では、「男性、子どもにとっての男
女共同参画」が重点分野として新設された。
これをきっかけに、現在では、各自治体が男
女共同参画の計画に、男性を対象とした数値
目標や施策を盛り込むようになっている。
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3. 英語圏における男性学・男性性研究
　世界的レベルでこの分野の研究を牽引して
いるのが、オーストラリアの社会学者レイウィ
ン・コンネルである。コンネルはMasculinities

（1995）で、男性性を単数形（masculinity）で
はなく複数形（masculinities）として認識す
るべきであると主張した。いまだに日本では、
男性を一つの同質的な集団として見なす傾向
が根強いが、先ほどの多賀の指摘にもあった
ように、英語圏の男性学ではmasculinitiesと
いう表記は常識となっており、多様な男性性
の存在は議論の前提になっている。
　なぜ、masculinityではなく、masculinities
なのか。その理論的な背景を説明していこう。
コンネルはジェンダー研究の成果によって、
どこにでも見られるような普遍的な男性性の
形態は存在しないことが明らかになったと述
べている （Connell 2000：10）。日本では「男
は黙ってサッポロビール」の三船敏郎や任侠
映画における高倉健のように寡黙な男性が

「男らしい」と評価された時代もあった。現
在では、SMAPや嵐を典型として、コミュニ
ケーション能力の高さや面白さが男性性とし
て称揚されるようになっている。時代によっ
て何が男性性なのかが変化する以上、単数形
ではなく複数形として認識する必要がある。
　実はこうした解釈のみであれば、ジェンダー
研究の基本的な考え方であり、コンネルの主
張にオリジナリティはない。コンネルは男ら
しさの歴史性に加えて、「ジェンダー、人種お
よび階級の相互作用が発見されるにつれて、
多様な男らしさ（multiple masculinities）と
いう認識が普及するようになった」（Connell 
1995：76）と指摘する。
　コンネルの主張が重要なのは、同時代およ
び同一社会の内部においても、複数の男性性
が存在している事態に着目した点である。現
代の日本でも世代や階級、あるいは学歴など
によって、男性性は変わってくる。近い将来
には、現在よりもさらに人種という要素は見
逃せなくなるだろう。日本社会でも、男性を
理解するためには、「男性内の多様性」をい
かに捉えるかが重要なのである。
　M.メスナーはアメリカの男性運動を「制度
化された特権」（institutionalized privilege）、

「男性の間にある差異と不平等」（differences 
and inequalities among men）、「男性性のコ
スト」（costs of masculinity）という３つの
視点から評価した。多賀が重要視した「複眼

的な視点でのアプローチ」は、このメスナー
の議論を参照したものである。メスナーは単
に男性を複数としてとらえるだけではなく、
男性間の不平等をみている。この視点は、男
性の非正規雇用者が増加し、正規雇用者との
間の待遇に著しい格差が生じている現代の日
本社会では、とりわけ重要であると考えられ
る。
　初期フェミニズムの主張が白人中産階級女
性の意見でしかないことを鋭く指摘したの
が、黒人女性によるブラック・フェミニズムで
あったように、70年代の男性解放運動が白人
中産階級で大卒の「異性愛」男性の経験を「男
性の経験」として一般化しようとしたことは、
批判の対象となった（Messner, 1997:40）。こ
うして、英語圏では女性／男性という性別だ
けを分析の軸にするのではなく、男性性を多
元的・複眼的にとらえようとする研究が展開
されているのである。

4. 男性の「生きづらさ」の顕在化
　それでは、現代の日本で、なぜ男性学が求
められているのかを考えていくことにしよ
う。「男は仕事、女は家庭」というスタイルは、
多くの男性が会社に雇われて働くようになっ
て一般化した。したがって、この男女の役割
分業を「伝統的」とするのは明らかな誤りで
ある。高度経済成長期を通じて、学校を卒業
後は正社員として就職し、結婚して妻子を養
うのが「普通の男性」の生き方というイメー
ジが定着していく。
　オイルショック以降の低成長の時代を迎え
ると、夫だけの収入で家計を維持するのが厳
しくなり、はやくも男性稼ぎ手モデルは危機
を迎える。その後、専業主婦はその数を減ら
し続け、すでに1990年代には共働き世帯が専
業主婦世帯の数を上回っている。パートもし
ない厳密な意味での専業主婦は、すでに20年
近く前から既婚女性の中で多数派ではない。
　バブル崩壊後の1990年代には、新規の採用
が抑制されたことで若年層の男性が就職難や
非正規化といった問題が発生した。また、中
高年層においてもリストラが「社会問題」と
なり、「サラリーマン的な生き方」の危うさ
が露呈した。こうした経済状況の変化に合わ
せて「普通の男性」の生き方を新しいものに
しなければならなかったが、現在でも「フル
タイム労働に従事しながら妻子を養う男性
像」は根強く残り続けている。

―  6  ―



DIO 2015, 5

　冒頭で紹介した『平成26年度版 男女共同
参画白書』の特集に記載された一文が、現在
の男性が置かれた状況の厳しさを物語ってい
る。「男性は、建設業や製造業等の従来の主
力産業を中心に就業者が減少し、平均所定内
給与額も減少しているが、労働力率では世界
最高水準となっている」。平易な表現に言い
換えるならば、これまで多くの男性が雇用さ
れてきた職場は失われつつあり、給与も減る
一方であるが、それでもほぼすべての男性は
働き続けているということになる。
　加えて、男性は正社員というイメージが強
かったが、とりわけ若年層においてはそうし
た前提が崩れつつある。総務省の労働力調査
によれば、2013年におけるフリーターの数は
前年より2万増の182万人であった。男女別で
は、女性が98万人と前年と同数だったのに対
して、男性が2万人多くなって84万人となっ
ている。
　なお、厚生労働省はフリーターを「15 ～
34歳の男性又は未婚の女性（学生を除く）で、
パート・アルバイトとして働く者又はこれを
希望する者」と定義している。パート・アル
バイトとして働く35歳以上の男性は、若者向
け就労支援の対象から外れるだけでなく、統
計的に把握されない存在になってしまう。
　社会構造や経済状況が変わったにもかか
わらず、学校を卒業後は正社員として就職し、
結婚して妻子を養うのが「普通の男性」とい
うイメージは残ってしまっている。これは、
個々の男性にとってみれば、「普通」と考え
ていた人生を実現できないことを意味する。

「男性の生き方に対するイメージ」と「男性
の置かれた現実」の間に大きなギャップがあ
るために、多くの男性たちが「生きづらい」
と感じている。そして、男性の「生きづらさ」
が顕在化しているために、男性が男性だから
こそ抱えてしまう「男性問題」を考察する男
性学が求められているのだと考えられる。

5. 男性内の多様性と不平等を前提とした議論を
　現代の日本社会では、夫婦と子ども二人か
ら構成される「標準世帯」は、社会制度上の
基本単位となっている。単なる制度の問題で
はなく、私たちの意識の中に、「標準世帯」
こそが「普通の家族」であるという固定観念
が根付いてしまっている。しかし、ここまで
の議論を踏まえれば、明らかにそうした発想
は実態とずれている。

　ここでは雇用問題を取り上げたが、未婚
化・晩婚化の進行という面からも、従来の家
族像が通用しなくなっていることが分かる。
男性の平均初婚年齢は、2007年に30歳を超え
る30.1歳を記録している。未婚率は、25歳か
ら29歳の年齢層で、1995年に男性66.9％・女
性48.0 ％ で あ っ た が、2010年 に は、 男 性
69.2％・女性58.9％へと上昇した。30歳から
34歳の年齢層では、1995年に男性37.3％・女
性19.7％だった数字が、2010年でみると男性
46.0％・女性33.9％にまで高まった。また、
2010年で男性の生涯未婚率は20.1％となり、5
人に1人という割合であった。
　いずれにしても、「フルタイム労働に従事
しながら妻子を養う男性像」を「普通」と考
えてしまえば、現実の男性の姿をとらえ損ね
る。日本ではようやく「男性問題」への関心
が高まってきたが、議論を実りあるものにす
るためにはmasculinitiesという視座が不可欠
になる。
　単に男性の多様性に目を向けるだけではな
く、とりわけ正規と非正規の間にある格差に
象徴されるように、男性内に存在する不平等
を直視しなければならない。
　最後に、男女問わず言えることだが、「性
別にとらわれない多様な生き方」を実現する
ためには、どのような働き方をしても安心し
て暮らしていける雇用が必要であることを忘
れてはならない。
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1　過労死の定義
　過労死が日本の労働現場で大きな話題と
なったのは1970年代後半から80年代にかけて
である。過労死は、厳密にいえば、確立した
定義があるわけではない。通常は、厚生労働
省労働基準局（2002）による次の定義が参照
される。過労死とは「過度な労働負担が誘因
となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患
が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急
性心不全などを発症し、永久的労働不能また
は死に至った状態」を指す。
　このように、一般的に過労死は〈過労が原
因で死亡する〉ことを意味するが、死亡に至
る経路には主に2通りある。1つは、〈過労によ
る脳・心臓疾患〉を原因とする（狭義の）過
労死であり、もう1つは、過労が原因のストレ
スによる過労自殺である。
　どちらの過労死も、長時間労働と分かちが
たく結びついている。国際的にみても、日本
は長時間労働とその結果の過労死が多いこと
は常に指摘されてきた。過労死の英訳に
Karoushiがあてられることからも分かるとお
り、過労死は、日本社会特有の現象として理
解されている。
　しかし少し考えてみれば分かるが、長時間
労働等の文脈で、労災保険支給の対象になっ
た死が遡及的に過労死と名付けられるので、
労災保険の支給対象にならなければ長時間労
働等が原因と思われる死も、通常の死のまま
である。つまり、過労死は医学的な用語とい

うよりも、社会的な用語といえよう。過労死と
いう死に方が予めあるわけではない。この意
味で過労死は社会的に構築された死といえる。
過労死の認定基準の度重なる変更は、過労死
のこうした社会構築的な側面をあらわしてい
る。何を過労死とみなすかは、私たちの定義
如何にかかっているのであり、つまるところ適
切な働き方を私たちがいかに考えているのか
／いかに考えるべきなのか、という問題に行
き着く。

2　過労死をめぐる論点
　過労死を防止しようという動きは、遺族を中
心に国会を動かし、超党派議員立法として
2014年6月20日に「過労死等防止対策推進法」
として結実した。この法律は過労死防止法と
略称される。関係者の尽力が実を結んだ結果
であり、過労死についての先駆的な著作であ
る『過労自殺』を著した川人博が指摘してい
るように、「過労死を防止するために国を挙げ
て取り組むことを定めた法律の制定は、働く
者のいのちと健康を守るうえで歴史的な意義
をもつもの」（川人 2014：267）と評価できる。
　他方、現在でも引き続き大きな論争となっ
ているように、いわゆる「高度プロフェッショ
ナル制度」創設の議論がある。これは「時間
でなく、成果で評価される働き方を希望する
労働者のニーズ」に応えるというものだ（厚生
労働省 2015：8）。対象者をはじめいくつかの
限定があるとはいえ、長時間労働に歯止めを

齋藤　圭介
（武蔵大学非常勤講師）

〈男らしく働く〉ことの
ジレンマ
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かけようという世の中の流れとは逆行するもの
だとの危惧も一部にはある。こちらは過労死
防止法との対比で、皮肉を込めて過労死促進
法と批判的に呼ばれることもある1。
　では、実際日本の労働者はどのくらい働い
ており（⇒3.1）、その結果として過労死は現実
にどの程度生じているのだろうか（⇒3.2と
3.3）、そして、過労死の主要因であろう長時
間労働は誰がしているのか（⇒3.4）。またな
ぜ長時間労働へと労働者は駆り立てられ

（⇒4）、そうした働き方をやめることができな
いのか（⇒5）。
　過労死・過労自殺と男らしさの問題を、長
時間労働のデータから考えていきたい。

3　長時間労働と過労死・過労自殺の現状
3.1　労働時間と年次有給休暇の取得率
　厚生労働省（2014）の「毎月勤労統計調査」
および「就労条件総合調査」を参考に、一般
労働者の総実労働時間、パートタイム労働者
比率、そして年次有給休暇の取得率を確認し
ておきたい（図1）。

　一般労働者の総実労働時間（左軸）は、平
成21年には、前年秋の金融危機の影響で製
造業を中心に下がったため、グラフ上でも特
異な位置にあるが、全体的な傾向として大き
な変化はなく、長時間労働は常態化している。
同時に確認をしたいのは、パートタイム労働者
比率（右軸）である。平成11年からの期間、
右肩上がりで増え続けており2、雇用の不安定
化をあらわしている。他方、年次有給休暇の
取得率（右軸）は、「常用労働者」から「パー
トタイム労働者」を除いた労働者が対象だが、
平成11年を最後に軒並み5割を下回っている。

　こうした労働環境は、総じて、決して恵まれ
ているとはいえない。適切な労働時間、適切
な休暇、なにより正規雇用が望ましいのは世
界的な共通認識だ。しかし残念ながら、恵ま
れた職場に皆が就職できるとは限らない。昨
今、大きな話題となったブラック企業の存在や
就職活動の厳しさをあわせて考えると、非常
に過酷な職場にもしがみつき続けねばならな
い現実もある。その結果の1つが、過労死・過
労自殺となって社会問題化している。
3.2　〈過労による脳・心臓疾患〉を原因と
する死
　厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監
督署による『脳・心臓疾患の労災認定――「過
労死」と労災保険』によると、狭義の過労死
は次のように定義される。「心筋梗塞などの 

『心疾患』、脳梗塞などの『脳血管疾患』につ
いては、その発症の基礎となる血管病変等が、
主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活
による諸要因や遺伝等による要因により徐々
に増悪して発症するものですが、仕事が主な
原因で発症する場合もあります。これは『過労
死』とも呼ばれます」（2頁）。平成11年度以降
の脳・心臓疾患に関わる労災支給決定件数の
推移は、図2（厚生労働省「過労死等に係る統
計資料」より）のとおりである。
　4節でみるように、これまで〈過労による脳・
心臓疾患〉は壮年男性に特徴的な疾患だと考
えられてきた。しかし、最近は若年男性にと
どまらず、女性も罹患するケースもある。

3.3　〈過労自殺〉
　過労自殺と、脳・心臓疾患による過労死の
違いは2点ある（川人 2014: 101）。1つは、「年
齢は20歳前後の若者から60歳以上の高齢世

図１　労働環境をめぐる幾つかの指標

図２　脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数の推移
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代まで広範にひろがっているが、脳・心臓疾
患に比べて、若い世代の被災事例の割合が多
い」。もう1つは、「男女比では、男性の自殺例
が多い」。つまり、過労死は若い世代の男性の
ケースが多いのが特徴である。平成11年度以
降の精神障害に係る労災支給決定件数の推
移は、図3（厚生労働省「過労死等に係る統計
資料」より）のとおりである。

3.4　誰が長時間働いているのか？
　前節までで人数については概観できた。そ
の詳細をさらに追ってみたい。長時間労働と
性別・年代のクロス表を総務省「労働力調査」
をもとに作成した（表1）。長時間労働者が、
全雇用者に占める割合は10年前と比べたしか
に減っているが、男性の30歳代が常にもっと
も長時間労働をしていることがわかる。次い
で、男性の40歳代である。30-40代の男性が
過酷な長時間労働に駆り出されている現実が
はっきりとわかる。
　また女性は軒並み低い値となっているが、
多くの女性は家に帰っても家事が待ち構えて
いる。徐々に性別役割分担についての意識は
変わってきつつある。とはいえ、アンペイドワー
クやシャドウワークといわれる賃金が支払われ
るわけではない家事の労働時間を含めて考え
ると、決して女性は少ない労働時間であると
は一概にいえない。さらに興味深いのは、男
女ともに全体として長時間労働は減少傾向に
あるとはいえ、若年女性（20歳代）のみ、あ
まり変化がない。
　なるほど、たしかに女性は育児を含めた家
事労働に多大な時間を費やしている。同時に
忘れてはならないのは、そうした家事労働か

ら解放されている（かのようにみえる）男性に
は、その分、家庭外（＝職場）での労働が強
く求められる。性別役割分担の考え方は、女
性のみならず、男性にも荷重な負担を負わせ
ていることは確認しておきたい。

4　なぜ男性は長時間労働をするのか
　長時間労働は、長時間の時間外労働（とき
としてサービス残業）と少ない有給休暇の取
得によってもたらされる。長時間労働を支えて
いるのは、30代と40代の男性であった。この
世代の男性の多くは、出世競争のさなかであ
り、社内評価が最も大切な時期でもある。多
少の無理をしてでも仕事をし、自分の評価を
上げたいと躍起になったとしても不思議では
ない。また、仕事にやりがいを感じ始めるの
もこの世代であろう。多少の部下もおり、大
きなプロジェクトを任されているかもしれない。
任された仕事をこなすことが本人の希望となっ
ているかもしれない。さらに、子どもがいれ
ばお金がかかる年頃になっているケースも多
く、かりに共働きだったとしても、パートナー
は家庭を守り、自分は職場を主戦場とし、家
族のために無理をすることもあろう。
　他方、まったく別の理由から長時間労働で
働かざるを得ない経済状況の男性たちがいる
ことも指摘しておくべきだろう。彼らはやりが
いや責任感というより、ノルマやリストラへの
怯えから長時間労働と休日返上で仕事をせざ
るをえない3。雇用の不安定化の結果、文字通
りの意味で働き蜂にならざるを得ない男性た
ちがいる。
　いずれも〈男らしさ〉という規範とは無縁で
はない。責任感にせよ、リストラへの怯えにせ

DIO 2015, 5

表１　週労働時間 60 時間以上の労働者等（単位は％）

図３　精神障害に係る労災支給決定件数の推移
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 1  高見具広（2015）は、厚生労働省が企業に対し、年5
日分の有給休暇を社員に取得させる義務を課す方針

（2016年4月から）であることを報告している。高見
（2015）が適確に指摘しているように、多様な働き方
がすでに現実としてあることを踏まえると、ある1つ
の労働政策が有する効果（インパクト）は、働く労
働者一人一人に異なる効果として影響を与える。た
とえば高見（2015）の例では、有給休暇の義務化に
ついては、休みにくかった職場で働く人には好意的
に受け入れられるが、「休みを取らされる」人には負
担でしかない（翌日に仕事を持ちこされるだけであ
る）。こうした事実は、高度プロフェッショナル制度
にも通じているだろう。

 2  元データでは、平成6年から記載されている。パート
タ イ ム 労 働 者 比 率 は、 平 成6年14.4 ％、 平 成7年
14.5％、平成8年15.0％、平成9年15.6％、平成10年
16.3％であり、時間軸を長くとればとるほど、パート
タイム労働者が増えていることが明白である。

 3  社会が男性稼ぎ手モデルを理想として維持し続ける
かぎり、社会に参画する女性たちも――なにより男
性に伍して出世をしようという意欲に溢れた女性た
ちほど――、男性以上の労働をしないと評価されな
いという現実もあり、また過労死・過労自殺の道へ
と進んでいく。男女共同参画は、女性の社会参加の
側面と並行して、男性の負担を減らすことで、平等
を目指すという視点があってもいいのではないか。

【文献】
川人博、2014、『過労自殺 第二版』岩波新書。
厚生労働省労働基準局、2002、『産業医のための過重労働に
よる健康障害防止マニュアル――過労死予防の総合対策』。
厚生労働省労働基準局長、2010、「脳血管疾患及び虚血性心
疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準について」。
厚生労働省、2014、「第1回過労死等防止対策推進協議会　
配付資料」資料4「過労死等に係る統計資料」。
厚生労働省、2015、「労働政策審議会建議「今後の労働時間
法制等の在り方について」」（【別紙】報告資料。
高見具広、2015、「企業の有給消化義務 「5日」で調整へ　
どんな意味があるのか?」（THE PAGE 3月7日）

よ、長時間労働を厭わない男性が多い職場で
は、当然、長時間労働を行い多くの業績を上
げ社内で〈上に行く〉ことが目指される。い
かなる男性もそうした競争をのんきに眺めてい
るわけにはいかない。より稼ぐためあるいはリ
ストラされないためにこのゲームに参加せずに
はいられない。

5　男性の長時間労働と社会的ジレンマ
　男性が稼ぐという規範（男性稼ぎ手モデル） 
を、男性本人はもとより、そうした男性のパート
ナーや家族、そして地域社会も共有している。
男性は家族を養うべしという規範はいまだ根強
く、その裏返しとして、この世代の男性が平日の
昼間に家にいることへの社会的な眼は、いまだ
厳しいものがあることも残念ながら事実である。
　自分だけの生活ならまだしも、「男らしく」会
社を辞めるという選択肢もあろう。しかし、家
族がいる場合、この世代の男性は、長時間労
働をものともせず、また有給休暇を返上して仕
事に邁進せざるをえない。自分だけが、こうし
た働き方から降りるわけにはいかない。長時間
労働の働き方から1人だけ降りるのは、その個
人にとっては非合理的な選択となるからだ。周
りが出世競争をしているなかで、毎日定時に帰
り、無理をしない働き方をしてしまえば、出世
を望めないし、周りとの軋轢も生じるし、場合
によってはリストラの対象にすらなるだろう。仕
方がなく長時間労働を甘受せざるをえない。皆
も心の底では長時間労働は嫌だし、もっと人間
らしい生活を送りたいと思っているはずだ。し
かし、皆がいっせいにそうした働き方を変える
ならば大きな問題は生じないが、個人的選択と
して働き方を変えることは、その個人が不利益
を被ることになり、その個人にとっては合理的
な選択とはいえない。
　労働時間について、ワークライフバランスの
観点からも社会的に合理的な解は長時間労働
を皆がやめることだ。しかし、各個人の合理
的な解は、長時間労働をやめないことだ。こう
した現状から過労死・過労自殺が起こる。社会
にとって合理的な解と、個人にとっての合理的
な解が食い違うことを、社会学の分野では社会
的ジレンマと呼ぶ。社会的ジレンマを解決する

場合は、個人の行動の変革に期待することは難
しい――周りが長時間労働を厭わず働くなか
で、個人がいくら定時退社・有給休暇の取得促
進をしても昇進や評価の点で不利益を受けるだ
けである。
　法制度、組織のトップダウンで長時間労働の
規制を臆せず積極的に行うべきであろう。男女
共同参画社会の旗印のもと、女性の社会進出と
同時に――むしろより積極的に――、男性の家
庭進出を促す方策を法制度の水準で整備する
ことが急がれる。
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　一般に更年期とは45歳から55歳くらいを意

味します。これは、女性の閉経がおおよそ50

歳頃で、その前後5年間程度とされているから

です。この期間の女性は女性ホルモンの分泌

に著しい変化が生じ、それに伴い身体、精神

に様々な症状が出現してきます。これらの症

状をまとめて更年期障害と呼びますが、これ

まで更年期障害は閉経を契機に生じる、すな

わち女性特有のものとされてきました。しかし、

当然ながら男性にも45歳から55歳の時期は存

在します。人生の折り返し点を超えた、丁度

この頃に体調を崩す男性も多いことから、次

第に男性の更年期にも注目が集まるようになり

ました。この年代の男性は仕事の面でも責任

ある立場となり、多くの社会的ストレスにさら

されます。また家庭面でも親の介護や子供の

教育問題、住宅ローンの悩みなどストレスが

絶えません。これらの慢性的なストレスは肉

体的、精神的な疲れを引き起こします。その

ために生じる様々な症状を、近年まとめて男

性更年期障害と呼ぶようになりました。

　一般に女性にしか存在しないと思われてい

た更年期障害が実は男性にも存在するという

概念は極めて新鮮で、マスメディアがこぞって

注目しました。それでも女性の更年期障害に

比べてまだまだ十分に認知された状況とは言

えません。ただ、男性更年期障害を疑い、医

療機関を受診する患者が増えたことも事実で

す。そのため、医療の現場でどのように対応

すべきかが大急ぎで議論され、すでに男性更

年期障害という俗称ではなく、加齢男性性腺

機能低下症候群（late-onset hypogonadism

（LOH）症候群）という医学病名がつけられ

ています。LOH症候群は「加齢に伴う血中男

性ホルモンの低下に基づく生化学的な症候群」

と国際的に定義されていますが、仮に男性ホ

ルモンの低下を認めない場合でも同様の症状

を呈したら、広義の男性更年期障害と考え、

対応しているのが実情です。

＜男性更年期障害とは？＞

　女性には閉経という劇的なホルモンバランス

の変化があります。女性の更年期障害は、女

性ホルモンであるエストロゲンの分泌が更年

期に劇的に低下することにより起こります。男

性には閉経のような劇的な変動はありません。

それでも、加齢とともに男性ホルモンは次第に

低下するのです。

　男性ホルモンは副腎と精巣でコレステロール

から作られます。圧倒的に精巣での分泌量が

多く（約95%）、精巣性男性ホルモンの代表が

テストステロンです。テストステロンの分泌は

辻村　晃
（順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科　先任准教授）

ライフサイクルから
みた仕事人生
～男性にもある深刻な更年期障害～
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脳からの指令で調節されています。具体的に

は、視床下部から分泌される性腺刺激ホルモ

ン（GnRH）が下垂体前葉に作用して、黄体

化ホルモン（LH）を分泌させます。このLHが

精巣のライディッヒ細胞に作用してテストステロ

ンの分泌を促します。加齢により精巣重量が

低下し、ライディッヒ細胞数は減少します。ま

たライディッヒ細胞自身が老化することから、

LHによる反応性が低下することも知られてい

ます。この加齢によるライディッヒ細胞の質的・

量的減少が血中テストステロンを低下させま

す。実際、日本人男性の血中テストステロン値

は加齢とともに減少しています（図1）。一般に

テストステロンはその受容体を有する様々な臓

器に重要な作用を有していますので（図2）、

その低下はそれらの臓器の働きを悪化させ、

それが男性更年期障害を引き起こすものと考

えられています。

＜男性更年期障害の症状＞

　テストステロンは様々な作用を有しています。

たとえば、骨格筋量・筋力への作用、骨密度

への影響、認知機能への影響、幸福感など

のムードに代表される心理的影響、性欲、勃

起機能を含む性機能への影響などがあげられ

ます。男性更年期障害の患者は、血中テスト

ステロンが低下することから、テストステロン

により維持されてきた重要な機能の悪化を引

き起こし、結果として様々な症状が出現しま

す。一般に、その症状は大きく３つに分類さ

れています。

１）精神心理症状

　落胆、うつ、苛立ち、不安、神経過敏、生

気消失、疲労感、集中力低下などが含まれま

す。実は、日本人男性が更年期障害を心配し

て医療機関を受診される場合、その契機と

なった症状（主訴）は半数以上の患者で精神

症状であったと報告されています。また、我々

の施設を受診した男性更年期障害患者の80%

はうつ症状を有していました。すなわち、日本

人男性更年期障害を考える時、うつに対する

対策は避けては通れないものです。また、う

つになるとそれだけで血中テストステロン値が

低くなるという報告もあり、うつとテストステロ

ンの低下はどちらが原因でどちらが結果なの

かが判断しづらいのが現状です。

２）身体症状

　関節・筋肉関連症状、発汗、ほてり、睡眠

障害、骨粗鬆症、肥満（内臓脂肪の増加）な

どが含まれます。テストステロンの抗肥満作用

は古くから注目されてきましたが、更年期のテ

ストステロンの低下が中高年男性の肥満にも関

連していると考えられています。最近、このテ

ストステロンの低下から生じる内臓脂肪の増加

は、ひいては高血圧、高血糖、高脂血症など

を引き起こし、最終的にメタボリックシンド

ロームにつながるのではないかと考えられるよ

うになりました。

図１　テストステロンの加齢による変化

図１、テストステロンの加齢による変化

図２　男性ホルモンの作用

皮膚
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皮脂合成
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エリスロポイエチン産生
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幹細胞刺激
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骨端閉鎖
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陰茎
精巣
前立腺

図２、男性ホルモンの作用
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３）性機能関連症状

　性欲低下、勃起障害、射精障害などです。

性機能関連症状以外は女性の更年期障害の

症状とほぼ同じでしょう。海外の報告では、

テストステロンの低下に伴い、まず性欲が低下

し、次に活力の低下、肥満、うつ、睡眠障害

などが生じ、最終的に勃起障害を呈するとさ

れています。従って、性欲というものは極めて

重要で、性欲の低下こそがテストステロンの低

下に気付く第一歩になるものと考えられていま

す。

　これらの症状の把握には通常様々な質問票

が用いられていますが、日本で最も使用され

ているのはAging Males Symptom （AMS）

スコアです。AMS スコアには精神心理症状

に関する質問が5問、身体症状に関する質問

が7問、性機能関連症状が5問含まれています。

それぞれの質問に対して5段階で回答するた

め、合計85点で評価します。17点から26点が

更年期障害なし、27点から36点が軽度、37点

から49点が中等度、50点以上が重症と分類さ

れます（図3）。

＜男性更年期障害に対する治療＞

　男性ホルモン補充療法が治療の中心になり

ます。これまでに、男性ホルモン補充療法を

行った際、骨密度、体格、筋力、身体能力、

認知能力、ムード、性機能などが改善したと

する研究成果は多数報告されています。日本

で推奨されている男性ホルモン補充療法は以

下の3つです。

１）エナント酸テストステロン

　1回125mgを2 ～ 3週毎、もしくは250mgを3

～ 4週毎に筋肉注射

２）胎盤性性腺刺激ホルモン（hCG）

　1回3000 ～ 5000単位を週1 ～ 2回、もしく

は2週毎に筋肉注射

３）テストステロン含有軟膏

1回3gを1日1 ～ 2回陰嚢皮膚に塗布

　このうち、エナント酸テストステロンの筋肉

注射が最も一般的に行われていますが、この

治療の欠点として、注射後数日間テストステロ

ン値が正常範囲を大きく逸脱し、その後急激

に低下し、次回注射前になるとしばらく低値

を示すという“ジェットコースター現象”があ

げられています。すなわち、注射前の「落ち

込み」が発生しやすくなります。hCG製剤を

用いた治療は、エナント酸テストステロンより

“ジェットコースター現象”の程度は軽度です

が、注射のために医療機関を受診する回数が

増えてしまいます。また、テストステロン含有

軟膏による治療は投与が簡便でその治療効果

も報告されていますが、薬剤が日本薬局方非

収載薬品のため比較的高価となってしまいま

す。

　男性ホルモン補充療法の副作用として、肝

機能障害、心・循環器異常、多血症などが報

告されています。また、前立腺癌の発症にも

注意が必要です。現在までに男性ホルモン補

充療法による前立腺癌の発生増加に関して医

学的に証明した報告はありませんが、女性の

更年期障害に対するエストロゲン投与が乳癌

の発生率を上昇させたのではないかという議

論が残っているのと同様、長期的な研究成果

図３　Aging Males Symptom （AMS）スコア

図３、Aging Males Symptom （AMS）スコア
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が必要となるでしょう。また前立腺癌の疑い

がなくとも、前立腺体積が非常に大きい患者

や排尿障害を自覚している患者も、男性ホル

モン補充療法によりさらに排尿障害が悪化す

る可能性は否定できません。

＜中高年男性の健康管理＞

　これまでこなせた仕事がこなせなくなった、

やりたいことがあるのに肉体がついていかな

い、家庭の問題で仕事に集中できず、元気が

でない、つねに緊張してしまい、睡眠がとれ

ない。こういった症状がよく見られるのが男性

更年期障害の症状です。老化はだれにでも訪

れる自然の流れですから、人生というライフサ

イクルの中で、自分自身が置かれている位置

を正しく理解する努力が必要です。若いころ

の様にできなくて当たり前。他人と比べる必

要もなし。肉体的な変化も経験値として受け

入れる。そういう心構えが大切になります。

　また、中高年になりいわゆる中年太りに落ち

陥った場合も、テストステロンが関係している

かもしれません。多数例の検討で、メタボリッ

クシンドロームを呈する男性は、健康男性より

血中テストステロン値が低いことが示されてい

ます。実際、我々の健康診断受診日本人男性

を対象とした検討でもテストステロン値が低く

なるとメタボリックシンドロームを呈する危険

性が高まることがわかりました（図4）。同時に

血中テストステロン値が低くなると、高血糖、

高血圧、脂質代謝異常、肥満も生じやすいこ

とが示されました。また血中テストステロン値

と動脈壁の厚さが関係していました。すなわ

ち、血中テストステロン値が低いと動脈硬化を

起こしやすいという結果です。実際、血中テス

トステロン値の低い男性の方が、心血管系イベ

ント（狭心症、心筋梗塞）により死亡する率

が高いとされています。更年期にさしかかった

男性は、血中テストステロン値を維持するよう

心がけた方がいいでしょう。そのためには、

食事をしっかり摂り、十分な睡眠を取りましょ

う。また、テストステロンが上昇すると言われ

ているジョギングなどの軽い運動を定期的に

行うこともお勧めします。社会的ストレスを軽

減することは難しいでしょうが、若い頃と同じ

仕事量をこなそうとせず、少しペースを落とし、

仕事を一人で抱え込まない様にすることも重要

です。会話を楽しむこと、生きがいを見つける

ことも大事です（図5）。何より更年期に差し掛

かった男性で、肉体的、精神的な症状に不安

を感じたなら、医療機関を受診し男性ホルモ

ンを測定することをお勧めします。

図４　テストステロン値とメタボリックシンド
　　  ロームの関係

血中テストステロン値

メ
タ
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リ
ッ
ク
シ
ン
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図４、テストステロン値とメタボリックシンドロームの関係

図５　テストステロン値を維持するため、心掛けること

日常生活で心がけること

肉や魚などの
たんぱく質を
とる

会話を楽しむ

散歩などの
運動をする

生きがいを
見つける

十分な睡眠を
とることも大切
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はじめに
　人びとは日本社会で男女平等がどこまで実
現したと見ているのだろうか。継続して行われ
ている意識調査を手がかりにしよう。各分野
で男女の地位が平等になっていると思うかを
訊ねた2012（平成24）年調査によると、「平等」
と答えた人の割合が高いのは、「学校教育の
場」で7割、「自治会やＮＰＯなどの地域活動
の場」で半数強である。「家庭生活」と「法
律や制度の上」はともに半数に届かず、「職場」
に至っては3割にならない。また「社会通念・
慣習・しきたりなど」については2割強、「政
治の場」は２割弱しか「平等」とは捉えておら
ず、いずれも多いのは「男性の方が非常に優
遇されている・どちらかといえば男性の方が優
遇されている」である。
　これを男女別に見ると、どの項目も「男性優
遇」を感じているのは女性に多く、「平等」と
感じているのは男性に多い傾向も一貫してい
る。年代別に見ると、全体的に若い世代（20
−29歳）では「平等」と捉えている人が多く、
とくに「学校教育の場」に関しては男女の差
が小さく、若い世代では8割近くが（77.4%）「平
等」だと感じている（内閣府大臣官房政府広
報 室, 2015,「世論 調 査 」http://survey.gov-
on l ine .go . jp/h2 4/h2 4 -danjo/zh/z01 .
html#wrapper）。
　だが人びとの意識と実態はまた別で、現実
には学校教育の場でさえジェンダー・ギャップ
は大きい。理系の学生・研究者に女性が少な
く、大学教員の職位では上位職（教授など）
に女性が少ない。世界的に見て女性研究者の
少なさは、驚くほどだ。
　したがって若い人びとが、日本社会を「平
等だ」と感じていることを単純に歓迎するわけ
にはいかない。現実を「知らない、直面して
いない」という側面もあるからだ。「平等」と
受け止めていれば、ジェンダー構造を変革する
という動機は生まれにくい。社会的に優位な

地位にある（つく可能性がある）男性の方が、
現実社会を平等であると認識している限り、
変革も遅れる。男性学が、どのようにして男
性性が生産・再生産されるかを解明し、気が
つきにくく、変えたいとは思いにくい男性の中
の「変えなければ」という意識と動きを見えや
すいものにしていくかに期待するゆえんであ
る。

男女共同参画とは
　内閣府男女共同参画局のホームページを開
くと、「男女共同参画社会とは、『男女が、社
会の対等な構成員として、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ
とができ、かつ、共に責任を担うべき社会』
です。（男女共同参画社会基本法第2条）」と
いう説明がある。だが「男女共同参画」とい
う用語は、日常生活になじんでいるとは言いが
たい。英語表現をみると「男女共同参画社会
基本法」はThe Basic Act for Gender Equal 
Society、つまり「男女共同参画」はジェンダー
平等＝性別による差別のないこと、男女平等
だ。
　男女共同参画社会とは「ジェンダー平等を
実現する社会」である。「男女共同参画社会
基本法」（以下「基本法」と記す）は、現代
社会が「男女平等が実現していない社会＝性
差別がある」と認識したうえで、どこにどのよ
うな不平等があるかという差別の実態を把握
し、その解消に取り組んでいく、国としての
姿勢や方針を明確にしたものだ。ジェンダー不
平等の遍在に関する認識は国際社会ではすで
に広く共有されており、「国連女子差別撤廃条
約」（以下「条約」と記す）に結実しているの
も周知のことである。
　日本が「条約」を批准したのは1985年、い
まから30年前。国連は、1975年を「国際婦人 

国広　陽子
（東京女子大学教授）

「男女平等」の多様な現実と
女性学・男性学の明日
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年」として女性差別の問題を大きく取り上げる
キャンペーンを行い、1976−85年を「国連婦人
の10年」としてこの10年間に集中して改善に取
り組むことにした。その最終年に日本が「条 
約」を批准するに至るまでには、市川房枝、
田中寿美子といった女性国会議員と当時の
様々な全国的婦人団体、そして草の根の女性
グループの連携があった。時の政府や企業団
体はこの条約批准に向けて前向きではなかっ
たから、「条約」の批准や、その前提として必
要だった国内法の整備（①男女雇用機会均等
法の制定②国籍法の改正③家庭科の男女共
修）は、どこかから与えられた「棚からぼた餅」
ではなく、様々な女性たちの努力によって獲得
されたのである。
　本稿冒頭「はじめに」でみたデータの数字 
や、ＧEM（ジェンダー・エンパワーメント指数）
などの指標でみた国際比較上の日本のランク
の低さから、長く女性運動を続けてきた女性
のなかで「日本の男女平等はちっとも進まな 
い」と嘆く声を聞くこともある。たしかに歩み
は遅い。遅すぎる。だが確実に変化はしてい 
る。40年前の日本では、女性を採用しない、
あるいは限定的にしか採用しないだけでなく、
女性だけの若年定年制、女性の結婚退職には

「寿退社」として退職金の上乗せ制度がある
など、現在なら「差別」と誰もが認める制度
や慣行が蔓延していた。「セクハラ」という概
念もなく、職場での性的ないやがらせも横行
していた。ドメスティック・バイオレンス（DV）
概念もなく、夫や恋人からの暴力は、暴力と
みなされず、法の介入はなかった1。
　労働組合も性差別解消に向けて積極的だっ
たわけではなかった。1970−2000年にかけて
は労働組合員総数に占める女性比率は3割弱
に上っていたが、意思決定の場に女性はごく
少なかった。女性執行委員比率は92年の時点
でも、連合本部で1.9%でしかなかった（井上 
他, 2005:158−9）。そうした状況では女性が
女性であるが故に直面する問題（＝女性問題） 
は、声をあげても重要事項とは扱われない。
我慢するか自分でなんとかするしかない…社
会で共有すべき課題であるにもかかわらず、
女性たちは個人個人でたくさんの問題を抱え
込んでもがいていた。そんな時代に戻りたい
とは決して思わない。
　「男女平等」の解釈も当該社会の主流の地
位にある人びとがどのような価値を重要視する
かによって異なる。「世界の女性の憲法」とも
いわれる「条約」と、これを法的根拠としたジェ
ンダー平等を目指す取組みを後戻りさせたり、
弱体化させないために、「変わらない、遅い」
と嘆くだけでなく、次世代に向けて正確に経
験や事実を伝えていくことが必要だ。

女性学とは
　女性学women’s studiesは、1960年代に世
界的に盛り上がったフェミニズム運動から生ま
れた新たな学問領域である。伝統的な学問領
域に女性に関する情報が乏しく、女性の経験
が反映されておらず、つまり女性にとって役に
立たないことに直面して、自分たちで女性に
関する知識を集めだしたことから始まった。こ
れに呼応して、アカデミズム内部でも、学問
が中立性や客観性を重視するとしながら、男
性の立場、男性の視点を前提にしており、女
性の経験は言語化されず、研究対象にもなっ
ていなかったことに気づいた女性教員や女子
学生が女性学講座を開設していった。
　日本では、井上輝子が1974年にwomen’s 
studiesを女性学と訳して紹介し、その「女性
の女性による女性のための学問」という定義
がよく知られる。70年代末には学会がいくつ
も設立され、80年代に短大・大学での講座開
設が進んだ。80年代後半からは既存の学会
内部に部会といった形でジェンダーを取り上げ
るところが増え、社会教育分野でも講座が開
かれた。また女性学、男性学、ジェンダー論
といった授業を設ける大学も増えた。とはい
え必修科目ではないことが多く、また理系の
専攻分野では少ない、といったことから80年
代以降に大学に進学した世代でも、女性学や
ジェンダーに関する知識をもつとは限らない。
フェミニズム自体が多様に展開していることか
ら、それに根ざした女性学も一義的に定義す
ることが難しいなかで、例えば東京女子大学
の女性学研究所は女性学を以下のように説明
している。
　「女性学とは、社会的・文化的に構造化さ
れた男女の性差(いわゆる「ジェンダー」)がも
たらす様々な問題事象を、学際的な視野から
多角的に考察しながら、男女両性関係のしく
みをめぐる研究と教育を、一つの学問体系と
して確立しようとするものです」（東京女子大
学女性学研究所ホームページ）。
　女性学の研究対象が広がり、方法も多様化
するなかで、女性学の共通要素としては次の3
つがあげられる（井上他, 2002:211−14）。
① 女性の経験の顕在化と復権（女性の歴史と

経験を記録し、正当に位置づけ直すこと）
② 性差別構造の変革と推進（性差別秩序の形

成および再生産装置の解明と差別解消運動
への理論提供）

③ 既存の研究・教育の脱構築（近代諸科学の
原理である客観性、中立性、価値自由性な
どへの懐疑。女性の経験を掘り起こす質的
調査の重視、社会変革を目指すアクション・
リサーチ、フェミニズム教授法の開発）

　大学内のジェンダー構造も根強く、女性学
研究者の多くが女性であり、大学組織内で適

―  17  ―



DIO 2015, 5

切な地位を与えられない、十分な研究資金を
得にくいといった課題もあった。女性学で学
位が取得できる大学もあるが、女性学の学位
で大学の常勤のポストを得ることが容易なわ
けではない。

若い世代に：「女性差別」のこと、知らない
けれど知りたくなる学びに向けて
　筆者が日常的に接している学生たちは、性
差別についての歴史的事実をほとんど知らず、

「条約」や「基本法」への関心は低い。1990
年代に生まれた彼女/彼らにとって「条約」が
批准された30年前というのは「大昔」だから
無理がない面もある。戦後生まれの筆者には、
敗戦や生まれてからも続いた戦勝国による占
領が、まるで自分とは遠い出来事でしかなく、
教科書で学び、年号等とともに勉強はしたが
なかなか実感を伴わなかったのと似ているか
もしれない。だが筆者を含むかつての「戦争
を知らない子どもたち」が、記録を読み、ドキュ
メンタリーなどの映像に接し、経験談を聴き、
ドラマや舞台での表現に触れることで、「知ら
ない」ことがいかに危険かに気づくことができ
た。直接経験がなくても、私たちは学ぶこと
が で きる。 そして い った ん「 知りた い」 

「理解したい」という意欲さえもてば、学びは
どんどん深まる。
　女性学が大学のカリキュラムとして定着し、
各種テキストが刊行され、試験をして成績評
価をする科目として制度化される過程で、女性
学の特徴が活かせない局面が生じている。特
に、大教室の講義形式で行う場合に、討論
や意見交換等を通じて自己認識や社会認識を
変えるプロセスを重視する側面が失われがち
だ。学生が抱える問題と響き合う女性学を教
室で作り出していくためには工夫が必要にな
る。専任教員であれば、ゼミ形式の授業を担
当する機会があるが、女性学・男性学は非常
勤講師が担当していることも多く、様々な難し
さがあろう。筆者も非常勤講師として授業担
当をすることもあり、試行錯誤を重ねてきた。
その一端としてコメントペーパーを媒介にする
方法を記す。
　2010年頃からは授業開始直後に「女性学や
ジェンダーは苦手」と書く学生が少なからずい
ることに気づいた。「特定の生き方を押し付け
られてこわい」といった、いわゆる「ジェンダー・
バッシング」の影響かと思われる感想も寄せ
られる。「女性差別というが、女性優先車両
やレディースデイなどは男性差別ではないか」
という指摘も例年おなじみである。こうしたコ
メントを含め、より深く考えてほしい事柄に、
教員がすぐに回答を示すことはせず、賛否両
論の多様なコメントをピックアップしてプリント
して、授業で配布する2。すると別の学生から

のコメントがつき、配布プリント上での意見交
換が始まり、議論が深まる。授業を重ねるに
つれてコメントの記述が濃くなり、また、一般
論ではなく身近な経験に照らして考えるように
なる様子が観察できる。教壇からの教員の説
明を受け身で聞いていち早く「模範解答」（ら
しきもの）を得るより時間がかかるが、正解
は一つとは限らず、自分なりの答えを見いだす
ことに意味がある。webを使ったもっとよいや
り方もあるかもしれないが、紙ベースの古風な
方法で、手間と時間をかけて楽しんでいる。
コメントペーパーを学生ごとにまとめると、各
人の思考の深まり方が分かり、教員も励まさ
れる。
　少人数のゼミではワークショップ形式をとり
やすいが、大教室の講義でも、時に応じて、
近くの席の人たちとグループを作って話しあう
機会を設ける。互いの経験を共有して、内面
化した「女らしさ」「男らしさ」意識の自覚や、
社会的なステレオタイプを利用した振る舞いな
どをグループで話しあう。映像資料も多用し
ながら、例えば小学校で名前を呼ばれるのは
男子が先といったことのように、学生たち自身
経験しているにもかかわらず「ジェンダー」に
関わっているとは自覚していなかった問題がた
くさんあることに気づいていく。地方出身者と
大都市育ちの経験の違いも大きい。大都市と
地方社会のジェンダー構造や規範の違いはお
互いにとっての驚きであり、改めてジェンダー
を考えるうえでの刺激となる。こうした気づき
をきっかけに、より専門的な知識を求める積
極性へとつながることが多い。
　また自己アイデンティティとジェンダーの関わ
りを考え始める場合もある。ある学生は声に
こだわっていた。自分の声が好きになれない
で悩んでいたのだ。授業を受ける過程のなか
で、他者から「女らしい声」といわれ、「女ら
しい」パーソナリティだと思われてしまうが、
実は自分は世間でいう「女らしい女」ではな 
い、またそうありたくないと考えていることか
ら葛藤が起きているのだと気づき、ここから 

「声の女らしさ・男らしさ」というテーマにたど
り着いた。この問題意識を活かし、「声とジェ
ンダー」としてまとめた卒業論文は優れたもの
になった3。

大都市中心の女性学・男性学の課題：地域
社会の慣行をどう変えるか
　女性の人権侵害や、能力発揮の阻害を問題
にする場合、中流階級の「サラリーマンと専業
主婦」世帯を標準モデルに据えた都市的生活
様式や大都市の労働問題に焦点があてられる
ことが多かった。賃金における性差別、結婚
や出産後に女性が退職するために生じる労働
力率のM字の落ち込みを解消するための諸施
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策、育児支援、ワークライフバランス、男性
の家事・育児…。都市化の進展で人口が都市
に集中し、都市的ライフスタイルが主流化した
からだ。ジェンダー問題の解明は階級や階層、
エスニシティ、セクシュアリティといった軸と交
錯していることが指摘され、研究の幅も広がっ
ているが、地域社会、とりわけ農漁村社会に
ついてはまだ研究や実践は少ない。
　大都市圏に比べ、地方では女性の労働力
は比較的高く、またM字の落ち込みも浅い。
ただし性差別的な社会通念、慣行は根強い。
地域にある多様で複雑なジェンダー問題に敏
感な視点をもち、地域の人びとやその抱える
問題に密着した女性学・男性学を生み出して
いく必要がある。筆者が観察を続ける山口県
島嶼部S町を一例として紹介しよう4。
　S町では夫だけでなく妻も現金収入を得る
ため様々に働いてきた。女性の就業率は高く、
現在も30−34歳の労働力率は70%を超え、70
−74歳でも31.6%が就労している（平成17年。
山口県全体では19.3%）。全国の地方自治体
の例に漏れず人口減少は大問題だ。定年退職
後も都会からUターンする人は少なく、廃屋も
目立つようになった。
　2015年3月に行った聞き取り調査によれば、
団塊世代男性がUターンしない理由の一つに

「妻の反対」がある。生活上の技能に乏しく、
地域の人間関係も築かずに「稼ぐ人」だけの
人生を送った男性が、定年を迎え、「跡継ぎ
意識」もあって帰郷を望んでも、妻はそんな「男
のロマン」に冷ややかにノーをいう。祖父母
世代は子どもの進学を重視し、倹約を旨とし
たライフスタイルをとってきた。そのおかげで
次の世代の都市移住が可能になったにもかか
わらず、都市生活とのギャップや孫世代の都
会志向もあり、「こんなところには二度と来た
くない」とハッキリ宣言した妻の話も聞いた。
大都市で比較的性差別を感じずに暮らしてき
た女性は、「嫁」役割を当然視した慣行に反
発する。また「跡継ぎは長男」という伝統によっ
て相続の不平等を当然視するあり方はきょう
だいおよびその妻同士のつながりを弱める。2
万人弱の人口の島で、毎年500人近くが減って
いくことに町は危機感を募らせているが、対
策は経済的観点が主で、女性学・男性学から
の知見から性差別的な慣行の見直しを行うと
いったことはなされていない。
　一方、この地域には、都市と同じく「男女
共同参画審議会」が存在し、10名の委員のう
ち半数が女性で構成されており、「男女共同参
画社会基本計画」も策定されている。そして
重要施策として「男女共同参画の視点に立っ
た社会制度・慣行の見直し」を掲げている。
施策の内容としては「性別にとらわれず、すベ
ての人が様々な活動に参画できるように条件

を整備するとともに、固定的な性別役割分担
意識に基づく慣習・しきたりについて、見直し、
改善に向けた意識改革を進めます」と明記さ
れている。しかし、その主旨が地域社会、住
民の一人一人に浸透しているとはいえない5。
　女性の不満は水面下にあり、顕在化してい
ない。有権者は女性の方がかなり多いにもか
かわらず、町議会議員に女性はおらず、自治
会長も男性ばかりである。生活の足もとに「男
が上に立ち、家を代表する。女は一歩下がっ
て男の支え手」という規範とそれに基づく慣習
があり、女性たちは「まあ、そんなもの」と「男
を立てる」ことでコトを荒立てない。法律や制
度が生活と切り離されたままで、表面的な「男
女共同参画」が進められている。
　「個人的なことは政治的」だとして、私的な
男女の関係性を問題にしたフェミニズムに立脚
した女性学、それに刺激を受けて生まれた男
性学が、男性優位の慣習や伝統を当然視する
地域社会とそこに生活する人びととどうつなが
り、そこにあるジェンダー問題をどのように変
えていけるのか――これは、どこか遠い田舎
の問題ではない。企業の中でも、都会の近隣
関係や親戚関係にもある古くて新しい課題で
はないだろうか。

【引用文献】
井上輝子・江原由美子編, 2005,『女性のデータブック　第
４版』有斐閣
井上輝子・上野千鶴子・江原由美子・大沢真理・加納
美紀代編, 2002『岩波　女性学事典』岩波書店
内閣府大臣官房政府広報室, 2015,「世論調査」http://
survey.gov-online.go.jp/h24/h24-danjo/zh/z01.
html#wrapper　2015年4月3日取得
総理府編, 1989,『婦人の現状と施策』ぎょうせい

 1  2012（平成24）年前掲調査で「（法律や制度上）平等に
なっている」は男性54.2%、女性37.5%であるが、40
年前の1975（昭和50）年の同様の調査「男女の地位は
平等か」との質問に対し、「平等」との回答が男性では
49.5%に上っていた（女性は31.1%）（総理府編, 1989）。
この間の法律や制度変化はかなり大きいが、認識の変
化は比較的小さい。法整備により、意識はさらに差別
に敏感になり、さらなる平等を求めるという面もあろう。

 2  コメントは無記名で紹介するのだが、無記名でも公表
してほしくない場合は、そのように書いてもらい、取
り上げないことを約束している。

 3  もちろん全てがこのように都合良く運ぶわけではなく、
ある学生は授業の最後まで「ジェンダーによる差別な
んて（教師のいうことは大げさだ）」と反発していた。
しかし気にはなっていたらしく、就職活動開始とほぼ
同時に性差別の現実に直面し、「差別、ありました」
と苦笑しながら報告してきたものだ。

 4  S町全体の人口は2万人弱（男性約8000:女性約10000）、
うち65歳以上が半数（男性3500:女性5500）である

（2015年1月１日現在）。
 5  平成27年度から集落の日役が「男性7000円、女性

5800円」と改訂された。だが、この差が性差別的な
慣行として問題になった様子はない。
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　介護労働は過重で、高い専門性と多様で不確実
なニーズへの対応が必要な労働であるにもかかわ
らず、平均賃金水準は他産業と比べ低いことなど
から、潜在的介護福祉士は増加し、離職率も高く、
人材不足は大きな問題となっている。
　介護保険制度のもとでは、財政面の制約から処遇
改善は難しいが、能力段階に応じた賃金が得られる
ような制度改善が課題となっている。
　連合総研では連合（生活福祉局）と共同で「介

護労働者の働き方・処遇に関する調査研究委員会」
を設置し、既に実施されている調査結果を踏まえつ
つ、賃金制度やキャリア管理に関する課題や、それ
らがサービスの提供に与えている課題を整理し、こ
れからの方向性について提言としてとりまとめた。
　本稿では紙幅の関係から概要のみを紹介する。

（研究期間：2013年10月～2014年９月）
（文責：連合総研事務局）

報 告 介護労働者の働き方・処遇に関する調査研究
これからの「介護労働者の働き方と処遇」を提言する
～介護労働サービスの「分業型から統合型」への転換～

第１章　はじめに　～提言の視点～

　介護サービス提供の資源である「カネ」「モノ」「ヒ
ト」のうち、「ヒト」の面から体制整備の方向につい
てとりまとめた本報告書の特徴について述べる。

・介護ニーズの特性から、事業者はどのような事
業戦略をとるべきか。

・「良好な介護サービスの効率的提供」には、どの
ようなマネジメント・スタイルをとるべきか。

・人材の確保・育成、処遇、キャリア管理等の人
材マネジメントをどうすべきか。

・これらの実現に向けた、政府が取り組むべき政
策課題、労働組合の役割は何か。

第２章　 介護労働者の労働市場の特徴を確
認する

　労働市場の特徴（図表１）、需給状況、賃金のマク
ロ的観点から、コア人材（FP型）の確保・育成、処
遇面の深刻さ、FP型重視のサービス提供体制整備の
重要性について述べる。

・訪問介護は非常勤職員が多く常勤職員が少ない。
施設介護は常勤職員が多く非常勤職員が少ない。

・中核的役割のコア人材不足が深刻で、FP型の離
職率が高い。

・小規模、都市周辺部、施設系の事業所の離職率
が高い。

・単純平均では全産業平均比で月10万円程度賃金
は低いが、年齢、学歴、勤続年数等を考慮すれば、
他業種と比べ、必ずしも低い水準にはないと言
った指摘もある。

・FP型の賃金水準は他産業より低く、賃金上昇が
弱いフラット型で、離職率も高い。FP型を重視
した対応が必要である。

第３章　 介護事業と介護労働をみる視点

　「介護サービス市場」の特徴を整理し、介護事業経
営のあり方、人材基盤と働く場の整備について述べる。

・「介護サービス市場」には、需要の「多様性」と「不
確実性」と、サービス内容や質等による事業者
選択とサービス提供能力により需給調整が行わ
れるといった特徴がある。

・介護事業経営では、主要なステークホルダーで
ある事業者、利用者、労働者のニーズを満たす
ため、それぞれに「視点（事業目標）」を明確に
する必要がある。（図表２）

・「人材基盤と働く場の整備」としては、二つの視
点から職場環境を整備する必要がある。①介護
サービスの需要特性から、多様で不確実な介護
ニーズに対応できる高い専門スキルやコミュニ
ケーション能力のある人材が求められること、
②介護労働者のニーズといった視点で、「良質な
仕事」としては利用者のニーズに総合的に応え、
能力の開発・発揮ができる仕事であること。「良
質なキャリア」としてはキャリア・パスにそった

図表１　介護労働者の労働市場の特徴

FP型：Full time Professional 型

SP型：Short time Professional 型

SW型：Short time Worker 型
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能力開発と仕事が経験できること。「適正な処遇」
としては処遇のための原資を増やすことと、適
正な配分とを分けて考えることが重要である。

第4章　 これからの事業戦略とマネジメン
ト・スタイルを考える

　事業戦略のタイプ（専業型と複合型）と、マネジ
メント・スタイルのタイプ（分業型と統合型）から、
介護労働において望ましいと思われるタイプについ
て述べる。

・事業戦略では、特定範囲に特化した専業型と、
複数分野を提供する複合型があるが、介護ニー
ズの多様性、不確実性から、複合型を強めるこ
とが基本的方向である。

・マネジメント・スタイルでは、分業型と統合型が
あるが、分業型はサービスを大量に提供する事
業内容で、管理システムやスタッフの整備が必
要。統合型は自律的に仕事配分や職場管理が行
われ、多様で不確実な需要への対応、手待ち時
間の削減や管理業務の削減、職場の情報共有化、
労働者の業務改善・革新への参画促進などの効
果も期待できる。（図表３）

・統合型では介護労働者のキャリア向上機会が拡
大し、また事業運営への参画機会の増加や利用

者の声の実感による労働意欲増大等の効果も期
待でき、マネジメント・スタイルは統合型を重
視する方向が望ましい。

第5章　 統合型マネジメント・スタイルを
支える人材マネジメント

　統合型マネジメント・スタイルのもとで求められる
人材の確保・育成、人材マネジメントとしての、能
力段階毎に階層的役割段階を設定するキャリア管理
と、この役割段階に対応する能力段階に応じた賃金
制度について述べる。

・求められる人材像は、①広い専門能力をもち多
能的である、②多様なニーズに対応できる、③
自律的職場管理ができる高度なソフトスキルを
もった人材である。

・キャリア管理の仕組みとして「役割段階」を設
定し、キャリアを高める道筋を明確に示す。

・役割段階に対応する「能力段階」（キャリア段位）
を設定し、各階層に必要な能力を明確にする。「能
力段階」には「介護キャリア段位制度」の活用
が適当である。

・キャリア段階に対応した賃金制度は、役割段階
を基本にしつつ能力向上に応じた制度設計が必
要である。各役割段階の賃金は範囲給とし、能
力向上に合わせて範囲のなかで昇給できる。（図
表４～５）

図表２　介護事業経営をみる視点

図表３　職場編成の２つのタイプ

図表４　介護労働者のタイプとキャリアの仕組み

図表５　標準的な介護労働者の賃金プロファイル
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第6章　 政策に求められること

　地域包括ケアシステム等の地域ネットワーク整備、
自律型組織編成や間接業務集約、シェアード・サー
ビス組織の構築支援など、マネジメント・スタイルに
関する政策課題、多能的人材の育成等の人材マネジ
メントに関する政策課題について述べる。

・複合型事業戦略と統合型マネジメント・スタイル
には、オランダの「ビュートゾルフ」が参考とな
るが、解決すべき政策課題は多い。

（事業形態における政策課題）
・良質なサービスの提供には、生活支援・福祉、

介護・医療・看護、リハビリ、保健・予防等を
含めた地域包括ケアシステムの構築が必要であ
る。これを担う介護事業者は、ニーズに総合的
に対応するため複合型事業戦略と統合型マネジ
メント・スタイルをとる必要がある。

・地域密着の小規模多機能型サービスの拡充が政
府の重要な役割であり、介護報酬加算や特別な
補助金等の配慮が必要である。在宅医療と連携
し、訪問介護・看護、デイサービス等の多様な
サービスを総合的に提供する新たな事業形態の
整備も重要である。

（マネジメント・スタイルにかかわる政策課題）
・統合型マネジメント・スタイルの構築には、職

場が自律型組織として編成される必要があり、
これを効率的に運営するには、間接業務を一括
し、共通課題にアドバイスを行う等の機能を持
つ組織（「シェアード・サービス組織」）の構築
が必要である。

・複数の事業者が連携（「シェアード・サービス組
織」）し、介護報酬請求、給与計算、人材育成等
の業務の共同化が必要であり、奨励・支援策は
政府に求められる。

（人材マネジメントにかかわる政策課題）
・キャリア管理の仕組み作りの支援体制の公的整

備が必要である。
・「介護キャリア段位制度」を導入・活用する事業

者に、政府は介護報酬上の配慮を行うなどの普
及促進をはかることが必要である。

・賃金の決め方と水準を明確に分け、賃金は、キ
ャリア管理の仕組みをベースに賃金制度を設計
し、仕事内容と能力レベル段階に基づき決定する。

・賃金水準は、役割段階や能力レベル段階（介護
キャリア段位）に基づき市場相場が形成され、
それに基づき事業者が水準を決める社会的メカ
ニズムが機能することが必要である。

・一人前の役割段階にある人材を対象にした専門

スキルの向上訓練が重要で、この訓練の整備は
政府に求められる役割である。

第7章　 労働組合に求めること

　第１～６章にかけて提示した政策の実現に向け、
労働組合が担う役割について述べる。

（マネジメント・スタイルと人材マネジメントの積極
的提案）

・職業能力評価制度と訓練制度の政策実現に向け、
政府への積極的な働きかけが求められる。

・マネジメント・スタイルと人材マネジメントの専
門性を高め、それらのあるべき姿を事業者に提
案し、社会的な交渉力をもって協議・交渉する
姿勢が求められる。

（「介護キャリア段位制度」の普及と賃金水準の相場
形成の取り組み）

・介護業界、事業者団体、職業団体、個別事業者
等との労使協議を通じ、「介護キャリア段位制度」
の導入・普及、介護キャリア段位に基づく賃金
制度の形成に向けて取り組む必要がある。

・役割段階や能力レベルに基づく賃金統計づくり
と賃金水準の相場形成を進める必要がある。

・キャリア形成に向けた教育・訓練や、介護労働
者の組織拡大が必要である。

介護労働者の働き方・処遇に関する調査研究委員会
主　査：今野浩一郎　 学習院大学経済学部教授（執筆）
委　員：大槻　奈巳　聖心女子大学文学部教授
　　　　北浦　正行　公益財団法人日本生産性本部参事
　　　　堀田　聰子　独立行政法人労働政策研究・研修機構
　　　　　　　　　　 　雇用戦略部門研究員
　　　　島　　　卓　 UA ゼンセン総合サービス部門執行委員
　　　　西村　正樹　自治労社会福祉局長
　　　　二瓶　修爾　ヘルスケア労協
　　　　　　　　　　　 きらり健康生協労働組合　執行委員長
　　　　関根新太郎　労済労連書記長
　　　　石井　繁雄　情報労連労働条件担当部長
　　　　柏木　教一　連合神奈川会長
　　　　徳茂万知子　特定非営利活動法人ことぶき介護　理事長
　　　　平川　則男　連合生活福祉局局長
　　　　竹内　敬和　連合生活福祉局部長（～ 2014 年８月）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：西村　博史　労働調査協議会特別調査研究員
事務局：龍井　葉二　連合総研副所長（現連合総研客員研究員）
　　　　小島　　茂　連合総研主幹研究員（現連合総研副所長）
　　　　江森　孝至　連合総研主任研究員
　　　　前田　克歳　連合総研研究員（2014 年７月～）
　　　　高山　尚子　連合総研研究員（～ 2014 年８月）
　　　　城野　　博　元連合総研研究員（～ 2014 年６月）

（肩書きは 2014 年 8 月現在）
（報告書については 2015 年 4 月発行）
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松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告 「日本的雇用システム」の生成と展開
－「日本的雇用システム」と労使関係の歴史的検証に関する研究報告書－

第Ⅰ部　
第1章　 日本的雇用システムと労使関係     

－戦後史論

　第二次大戦後の日本の雇用システムや労使関係の歴史

に関しては様々な議論が展開されてきたが、通史として

の全体像を示すものは多くない。他方でこれまでの日本

の雇用システムや労使関係の議論の過程で、一般的には

以下のような通念が共有されていると考えられる。即ち、

“終戦直後の混乱を経て、雇用システムと労働組合の調

和的関係が生まれる。そこで成立した企業共同体には光

と陰が併存したものの、基本的には経済大国としての日

本の原動力となった。そして現在日本の雇用システムの

通用性は著しく低下し、労働組合も衰退しつつある”と

いうものである。確かに、各時期の「結末」をつなぎ合

わせると以上のような通念ができ上がる。

　しかしながら、本章では、戦後日本の雇用諸制度及び

労使関係の展開過程を再検討し、通念とは異なる仮説や

論点を提示している。また、日本の雇用諸制度・労使関

係の現在の位相を、それぞれの時代状況の中での諸主体

のコンフリクトの実相、直面した選択肢などを吟味した

上で描き出している。歴史の展開過程がもたらす将来へ

の制約や可能性を発見するという視点を設定すること

で、日本の雇用諸制度・労使関係がどこに向かいつつあ

るのかについて洞察している。

　そこで、日本的雇用システムを特徴づけるものとして、

正規雇用中心主義①（正規雇用の柔軟性、労働供給の確

実性、対応能力、能動性＝高いモラール）と正規雇用中

心主義②（非正規雇用との分断性の強さ）と表現してい

る。90年代以降になると従来の正規雇用中心主義①の

対象が縮小し始め、新しいもう一つの正規雇用を生み出

しつつあり、またこの過程での非正規雇用も分化しその

上層である無期非正規雇用ともう一つの正規雇用との類

似性が注目される。正規雇用−非正規雇用関係の再編は、

これまでの枠組みではとらえられない内容となっている

としている。

　また、日本での労使関係における集団的代表制度につ

いて、労働者の集団発言組織が極端に弱体化すれば、労

　いわゆる「日本的」な雇用システムは、経済変

動や産業構造の変化に伴って見直しや再評価の動

きが繰り返され、労使交渉にも影響を与えてき

た。しかしながら、労使が確信をもって交渉を進

めていくには、時々の動向に対応していくのでは

なく、これまでに形成されてきた雇用慣行や労使

関係が、どんな歴史的経過を経てきたかをきちん

と踏まえることが不可欠となる。

　他方、現在の「日本的」雇用システムは新たな

問題に直面している。このシステムが、どちらか

というと、大企業、製造業に雇用される男性、正

社員を中心に適用されてきたことから、その後に

進んだ経済のグローバル化・サービス化や技術革

新、女性労働者や非正規雇用労働者の増加などに

より、システムの変容を余儀なくされている。

　今後、どんな変容が求められていくかを検討す

るためにも、これまで「日本的」雇用をめぐって

交わされてきた議論について整理・検討を行うこ

とが改めて重要になっている。

　そこで、2012年12月に「「日本的」雇用シ

ステムと労使関係の歴史的検証に関する研究委員

会」（主査：佐口和郎東京大学教授）を設置し、

これまでの産業構造や社会構造の変化を踏まえた

うえで、現代の「日本的」雇用システムがかかえ

る諸問題の源流と、それらの各時代での扱われ方

についての検討を通じて、今後の雇用システムの

あり方について検討を行い、その成果を2015年

４月に報告書に取りまとめた。

　本報告書は、第Ⅰ部（第1章）で通史、第Ⅱ部（第

２章～第7章）で個別テーマを取り上げている。

ここでは、それらの概要を紹介する。

（文責：連合総研事務局）
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使がお互いにとって何が問題となるのかについて最低限

の認識が共有されない状態となる。また、孤立した個人

の逸脱行動は、個々人のコミュニケーション強化だけで

は処理できない領域である。特に、システムの変容期に

おいては、予期せぬ問題が発生する可能性が高く、個別

的コミュニケーションとは別次元での集団的なルール形

成の必要性が高まっているとしている。

第Ⅱ部　
第2章　 終戦直後から1960年代までの賃金体

系－「資格給」の確立を中心に－
終戦直後から1960年代までの賃金の動向を、賃金体

系を中心に分析している。賃金体系は、日本独特な進化

を遂げてきたもので、いくつかの賃金項目で構成される。

一つ一つの賃金項目およびその組み合わせ全体が、主に

どのような基準で算定されるのかという側面では、賃金

の決め方を現わすものであり、一つ一つの賃金項目およ

びその組み合わせ全体が、時系列的にどのような賃金変

動を予定するのかという側面では、賃金の上がり方を規

定するものである。

本章では、基本給の決め方すなわちその基準が、「生

活」なのか「能力」なのかとともに、その上がり方がブ

ルーカラーにとって、いわゆる身分差別的なものなのか

それともホワイトカラー並みのものなのかを探究してい

る。1960年代に職能資格制度と職能給が日本企業に定

着し、経済成長をけん引することとなるが、これを「職

務給から職能給へ」という脈略でとらえるきらいがある。

しかしながら、能力給は、基本的に戦後労働組合が提唱

し、その具体化を求め続けたものであり、従来の身分制

に代わる秩序を模索するためのもので、ホワイトカラー

並みの賃金の上がり方を獲得するためのものであったと

し、日本の経営者はこの願望を資格制度に巧みに結合さ

せたものであったとしている。

第3章　 日本的能率管理の形成過程：1950、
60年代

能率管理とは、一定の品質を前提として、最小限の

人件費で可能な限りの生産量・販売量を実現するための

経営の方策である。労使関係や生産管理の先行研究は、

日本企業の競争力の源泉の一つが作業組織の能率管理に

あることを明らかにしてきた。柔軟な移動や配置、要員

管理における経営合理性、それらをめぐる労使協議、小

集団活動を通じた経営参加、能力主義的な人事管理など

の総じて柔軟な業務配分とそれを支える合意形成のメカ

ニズムが1960年代から70年代のいわゆる日本的雇用シ

ステムが確立される過程で大企業正社員に広く普及して

いったことは共通の理解となっている。

本章では、1950、60年代における日本的能率管理の

形成過程を明らかにしている。特に、連結ピン組織の形

成過程を解明し、作業組織までが連結している点に日本

の特徴を見出し、現場管理組織の問題を分析している。

また、そうした連結ピン組織の経営活動が目標管理によ

って運営されるようになる過程も明らかにしている。そ

して、その中で、それらの形成過程において、日本的雇

用システムの脆弱性（とくにコミュニケーション・コス

ト）が組織に組み込まれていくことになるとしている。

第4章　 非正規雇用・女性雇用

「非正規雇用」、「女性雇用」はこれまで、標準的な労

働者である「正規雇用」、「男性雇用」とは異なる存在と

して処遇され、議論されてきた。その特徴は「定型的」

で「補助的」な仕事を担い、賃金や処遇は相対的に低く、

キャリアは短い存在として位置づけられてきたことにあ

る。

本章では、標準的な労働者と、非正規雇用労働者と

女性雇用労働者は何が異なるのか、処遇の違いの状況と

それを生み出す要因に注目する。そうした「違い」は、

果たして「差別」なのか、あるいは「合理的な差」であ

るのか、そしてどのような要素が議論され、さらにはそ

れはどのように変化してきたのかについて、労使の間で

の認識、あるいは法や政策においてどのように取り扱わ

れ、変化してきたのかを探っている。そして、転居転勤

の可否が、正社員であれ非正社員であれ、雇用管理を分

ける基準として用いられており、その転居転勤を判断基

準に据える合理性や企業経営にとっての合理性を検討す

ること、さらにはそうした基準を用いることが労働者、

ひいては社会全体の福祉を向上させるのかについて考察

することが必要であるなどとしている。

第5章　 1970年代以降の人事・賃金制度

1970年代から今日までの日本における人事・賃金制

度については、能力主義管理が展開された後、成果主義

が唱えられてきており、その方針に沿って姿を変えてき

た。
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本章では、能力・成果主義の展開を念頭におきなが

ら、1970年代以降の日本の人事・賃金制度史を時期区

分し、能力主義管理と成果主義管理の各時期の人事・賃

金制度について、これまでの学会では考察が十分ではな

かった事項に重点を置きながら、事実発見と検討を加え

ている。　

そして、現在、成果主義について一時期のブームが

ある程度沈静化したが、職務・役割等級制度を導入した

企業で定着しているようにみえる。職務・役割等級制度

は昇進が頭打ちになりやすい面もあり、日本企業は今、

こうした成果主義を具体化した人事・賃金管理の実践に

おいて、従業員のモチベーションをいかに維持し続ける

かという課題に向き合わざるを得ないだろうとしてい

る。

第6章　日本的雇用システムと教育資格・職能

終身雇用・年功賃金・企業別組合を構成要素とする

雇用制度が日本の大企業の雇用のあり方を特徴づけ、そ

の雇用システムに包摂された労働者たちは、ホワイトカ

ラーとブルーカラーの差異を超越した従業員として企業

との強い一体感を持ち、定年までの雇用保障と引き換え

に「無限定的」な職務に奉仕し、年功序列秩序の下で少

しでも上位の地位に就くことを目指して同僚の労働者と

の激しい競争に自らを投企する人びとであるといった認

識が、1980年代以降通念となってきた。

本章では、このような通念について、こうした従業

員諸集団と雇用制度との関係の差異とその変化の動向に

焦点を合わせ、それが労働経済研究においてどのように

認識されてきたのかについて検討を行っている。そして、

教育資格と職能を基準に区分された従業員内部の諸集団

間の差異は今日まで根強く残っており、この差異がどの

ように縮小し、また縮小しなかったのかという重要な問

いに労働経済研究がどこまで自覚的であったかは問い直

されるべきであるとしている。

第7章　労働組合としての＜企業別＞組合

戦後の70年におよぶ労働組合の歴史は曲折に満ちた

ものであった。組織率の長期にわたる低下、春闘の低迷

にみられるように労働組合の社会的存在感は近年、次第

に薄まってきているものの、その存在は社会的に定着し、

総体としてみた場合、組織的資源は決して過小評価しえ

ないものである。

本章では、戦後から1970年代に至る過程で、労働組

合研究がわが国の労働組合をどのようなものとして理解

し、その問題点を指摘していたのか、という点に焦点を

あわせて検討を行っている。主として戦後の労働研究、

とりわけ組合研究に関わって、3つの時期、①1945 ～

1950年代、②1960年代、③1970年代に区分し、重要な

役割を果たしてきた調査研究に基づく文献に焦点をあ

て、企業別組合の労働組合としての位置づけ、評価がい

かに変化してきたのかを検討している。

また、これらの各時期に労働者に関わって、どのよ

うな論点が見いだされるのかについても取りあげてい

る。　　　　　　　　　　　　

＜研究委員会の構成と執筆分担＞

　 主　　　  査 佐口　和郎　 　東京大学大学院経済学研究科教授　　　　　第Ⅰ部　第１章

　 委　　　  員 禹　　宗　　　埼玉大学人文社会科学研究科教授　　　　　第Ⅱ部　第２章

　  青木　宏之　　香川大学経済学部准教授　　　　　　　　　　　　　第３章

　  　　あや美　　跡見学園女子大学マネジメント学部准教授　　　　　第４章

　　 畑　　　隆　　常葉大学経営学部教授　　　　　　　　　　　　　　第５章

　  市原　　博　　獨協大学経済学部教授　　　　　　　　　　　　　　第６章

　  上田　　修　　桃山学院大学社会学部教授　　　　　　　　　　　　第７章

　 事　務　局 小島　　茂　　副所長

　  龍井　葉二　　前副所長・客員研究員

　  早川　行雄　　主任研究員（2013 年 10 月～）

　  中野　治理　　前主任研究員（～ 2013 年９月）

　  南雲　智映　　前研究員（～ 2014 年３月）

 鈴木　一光　　主任研究員（2014 年２月～）
※役職は、2015 年４月の時点のものである。
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　山形県内には連合をはじめとして労働組合、協同
組合、ＮＰＯ、市民団体など多数の社会団体が存在
する。それぞれの団体が地域にねざした工夫をこら
して、地域活性化・地域づくりのための活動に取
り組んでいる。またこうした活動の背景に、県政、
市政との深いつながりがあることも重要な要素と
なっている。今後、こうした地域活動をさらに広め、
地域に定着させていくためには、団体間の連携は不
可欠であり、お互いにどのような活動を行っている
のかを把握する必要がある。
　そこで、2014年１月に、連合山形総研および
連合総研による共同調査研究プロジェクトを立ち
上げた。連合山形および全国の地方連合会にとって
今後の地域活動を展開する上での参考となるよう
に、連合山形結成から現在に至るまで、連合山形あ
るいはその周辺でどのような地域活動に取り組ん
できたかを明らかにすることとした。なお本プロジ
ェクトでは、「地域活動」を、山形県内で実施され

た（している）地域活性化や地域コミュニティづく
りに関する取り組み全般と定義した。
　本報告書のとりまとめにあたっては、歴代の連合
山形事務局長や担当者へのヒアリング調査を中心
に地域活動の事例を収集した上で、活動の特徴や課
題などについて分析を行った。報告書の構成として
は、まず第１章で、連合山形結成以降25年間の地
域活動の流れを歴史的に整理し、それをうけて第２
章から第11章までは、地域活動の10事例をヒア
リングにもとづき詳細にまとめた。最後の「まとめ
に代えて」では、地域活動の具体的内容をふまえ、
地域ニーズとの関係性、人材やノウハウ、資金力
などの対応能力の問題を中心に課題提起を行った。
ここでは、その概要を紹介することとする。各事例
の詳細については、連合総研ホームページに掲載し
ている本報告書の全文ＰＤＦを参照されたい。

（文責：連合総研事務局）

報 告 『連合山形を中心とする地域活動の
展開』（概要）
山形県内の地域活動に関する共同調査研究プロジェクト報告

第１章　連合山形結成以降の地域活動の変遷

　第１章は、連合山形結成以降の25年間に取り組んで
きた地域活動の歴史を明らかにする。ここでの地域活動
とは、組合員に対するメンバーシップ型の運動ではなく、
広く地域社会に貢献する運動をさしている。
　年代ごとにその活動の特徴を示すと、1990年代は連
合山形の存在をアピールする運動、社会的認知を高める
ための運動であった。組合員やその家族、さらに県民ま
で対象を広げ、当時の連合運動が追求していた生活のゆ
とり・豊かさを背景に、環境や農業などを軸にした取り
組みを展開した。
　2000年代に入ると、組織人員の減少にともなう財政
面の圧迫、地協再編などを理由に、それまでの地域活動
の継続が危機的な状況となった。それに代わり、連合山
形に関連する団体が実施する地域活動を間接的に支援す
る方法がとられるようになった。すなわち、ネットワー
クを活用した新たな地域活動が始まった。なかでも、地
域活動を進める上で自治体との関係が重要であるが、こ
の時期はあらゆる団体に対して冷たい県政であったた
め、党派を超えた連携強化が一層進んだ。知事選の重要

性がより強く認識されるようになり、2009年知事選で
は連合山形が前面に出て吉村候補を支援した。
　2010年代は東日本大震災の被災地・被災者支援で始
まった。現在では、地域における人材の定着に向けて、
若者を対象にした人材育成などに積極的に取り組んでい
る。

第２章　地域住民からの様々な相談に応える
        ～連合山形、山形県労福協の取り組み～

　第２章は、連合山形および山形県労福協の相談活動に
焦点をあてる。
　中小企業労働者、パートタイム労働者の労働問題に応
えるため、1990年に連合山形を含む全国17地方連合会
において労働相談活動の取り組みが始まった。現在では、
フリーダイヤルの労働相談だけでなく、「れんごう山形
ユニオン」に加盟し、企業と団体交渉を行うケースが増
加している。自らの労働問題が解決してもユニオンをや
めないように、職場の複数の仲間で組合を作り交渉する
よう促している。ただし、産別加盟にはほとんど至って
いない。
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　一方、山形県労福協では、2009年に「生活あんしん
ネットやまがた事業」が開始された。事業の柱は、暮ら
しの相談活動、無料職業紹介活動、各種セミナー・講演
会の開催である。相談内容は多岐にわたるため、様々な
団体とネットワークを築き、そうした専門の団体を相談
者に紹介するようにしている。いわば、市民のための相
談窓口の役割を果たしている。

第３章　労働組合の存在をアピールする取り組み
　　　　～環境問題や農業に軸足をおいた三つの地域活動の事例から～

　第３章は、1990年代の代表的な地域活動としての「教
育の森」での交流活動、「最上川“自然度”調査」、「カ
ントリー＆カルチュア交流フェスティバル」の３つの活
動をとりあげる。これらに共通するのは環境問題や農業
に軸足をおいたことであり、これらの活動を通して結成
間もない連合山形の存在を社会にアピールするという目
的があった。くわえて、組織力の強化にもつながった。
　2000年代に入る前に、これら３つの活動は終了した。
その原因は総じて内部要因が大きかったと思われる。す
なわち、財政負担の大きさ、活動を主体的に進める人材
の育成・継続、参加状況といった問題があげられる。地
域活動の復活のカギは、内部要因の克服にあるといえる。

第４章　 地域の人材育成に貢献する労働者自
主福祉事業

　　　　～「ふるさと奨学ローン」を中心に～

第４章は、連合山形結成以降の労働者自主福祉運動
の歴史を辿りながら、なかでも山形独自の取り組みとい
える「ふるさと奨学ローン」および「利子補給制度」を
中心的に紹介する。

ふるさと奨学ローンは、山形労金の教育資金融資制
度であり、連合山形およびその関連団体の働きかけによ
り、1993年に創設された。同年に、ふるさと奨学ロー
ンの利用者への利子補給を行うための財団法人山形県勤
労者育成教育基金協会が設立された。現在でも、県・市
町村、労金などからの出捐金による基本財産の果実を財
源とし、利用者が学校卒業後、山形県で就職・就業した

場合に利子補給を行っている。自治体との関係を重視し
た労働者自主福祉運動の積み重ねが、こうした地域人材
の育成に貢献する制度の誕生に結びついたといえる。た
だし、利子補給利率の低さなどの問題から、近年では利
用者の減少傾向がみられる。

2003年には東北各県の労金が統合され、東北労金が
発足した。経営的に厳しい他県の労金が救済されるとい
うメリットがある反面、事業団体の地域統合によって地
域運動の独自性が失われ、地域社会への貢献という使命
の達成が困難になるという問題を今後いかに克服するか
が問われている。

第5章　 雇用を中心とした労使パートナーシ
ップの展開
～労使共同宣言、地域労使就職支援機構
の事例から～

第５章は、連合山形および県経営団体による労使共
同宣言、地域労使就職支援機構の事例を紹介しながら、
雇用問題を中心とする労使共同の取り組みの歴史をみ
る。

連合山形から県内５経営団体への働きかけにより、
1994年から年１回、定期協議の場として労使首脳懇談
会が開催されるようになった。労使双方からトップが出
席し、雇用の確保が最優先課題であるという共通認識の
もとで、県に連名で要請も行っている。さらには、懇談
会として緊急経済雇用対策などの労使共同宣言を発信
し、労使各団体の組合員・会員はもちろんのこと、マス
コミを通じて県民にも「みえる運動」へと発展していっ
た。長年にわたる労使パートナーシップの深化の結果、
緊急事態にも即時に対応できるような関係性が構築され
ている。

もうひとつの取り組みである山形県地域労使就職支
援機構は、2003年に連合山形および県経営者協会によ
って設立された。ヤングワークサポートプラザの開設・
運営、若者の職業意識形成のためのガイドブックの作
成・配布などの若者雇用に焦点をしぼった５事業を展開
した。いずれも地域における雇用改善、若者の就職支援
に貢献するという大きな成果をもたらしたが、組合員を

連合山形総研および連合総研が共同調査研究としてとりまとめた報告書『連合山形を中心とする地域活動
の展開』の概要を紹介する。
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巻き込んだ運動が不十分だったなどの課題が残った。

第６章　平成の市町村合併問題への取り組み
～住民自治を考える山形県民会議、連合
山形、自治労山形県本部の動き～

第６章は、山形では「平成の大合併」に対して労働
組合がどのように対応してきたかを検討する。

連合山形、自治労山形県本部は、合併のメリット・
デメリットの情報が必ずしも公平に開示されておらず、
行政からメリットのみが喧伝されるという現状をふま
え、合併の話し合いは住民主体であるべきという立場か
ら、2002年に「住民自治を考える山形県民会議」を発
足させた。代表者である大学教授が中心となって精力的
に各地域をまわり、県民参加の講演会・シンポジウムを
開催すると同時に、各地協との連携によって県民アピー
ル行動も展開していった。市町村合併問題について住民
自身に判断を求めるという手法は住民自身の自治感覚の
向上という観点からも適切であったといえる。

第７章　 生活者（労働者）と社会とのパイプ
役を果たす取り組み
～米沢における産官学金労医連携の
事例から～

第７章は、米沢ビジネスネットワークオフィス（米
沢ＢＮＯ）の活動事例をとりあげ、そのなかでの労働組
合の役割を中心に課題を明らかにする。

米沢ＢＮＯは、2001年に地域と産業の活性化を図る
プラットフォームとして組織された。地元産業界、山形
大学、米沢市役所、荘内銀行などの地域金融機関、米沢
医師会、連合米沢などが参加している。ＩＴを活用した
自宅介護の遠隔ケアシステムの開発・販売、保育園の「い
つでも参観日」システムの構築など、これまでに様々な
成果をあげている。

米沢ＢＮＯにおける労働組合の役割は、生活者視点
での社会的課題の分析と提言、生活者（労働者）と社会
とのパイプ役である、と参加する組合担当者は認識して
いる。さらに、労働組合としても米沢ＢＮＯへの参加を
通じて、組合によいイメージをもっていない中小企業経
営者に対してイメージアップにつながる、労働組合が地
域の諸団体と話し合うことができる唯一の場である、と
いった利点がある。

第８章　市民を巻き込む場をつくる取り組み
～ＪＳＤの地域活性化の事例から～

第８章は、JSD（現UAゼンセン）が実施した市街地
再活性化の事例をとりあげる。

JSDは、地元の大沼労働組合と協力し、2005年に山
形市の市街地再活性化のアイデアを一般市民から募って

「まちコン」を開催し、2006年夏には水をテーマにグラ
ンプリを獲得したアイデアを実行に移した。

実行にあたってつくられたプロジェクトには、大沼
労組を中心に、労働組合やＮＰＯの他、商店街、行政、
市民団体、学生、主婦といった様々な地域の有志が集ま
った。山形市で始めたまちづくりは、市民を巻き込む場、
すなわちネットワークをつくったことが最大の特徴であ
る。このネットワークはプロジェクトを動かす原動力に
なっただけではなく、その後の様々な地域課題の解決の
ための重要なツールとなっている。また注目すべきなの
は、活動を通じて、大沼労組の役員・組合員にまちづく
りも労組の活動だという意識が芽生えたということであ
る。今後は活動の継続性とネットワークの広がりが課題
である。

第９章　地域ネットワークの形成
～コーディネーターとしての役割を発
揮する～

第９章は、山形県内に拠点をおく労働組合、労働者
自主福祉事業団体、協同組合、ＮＰＯ、市民団体などと
の連携に着目する。連合関連団体としては、山形県労福
協、連合山形総研、大手門パルズの３団体、ＮＰＯ・市
民団体としては、ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス
日本・山形、山形県高齢者福祉支援協会、ＮＰＯ法人ふ
れあい天童の３団体をとりあげ、その活動や連携のあり
方をみた。

連合山形からみたネットワークに限定することにな
るが、その特徴のひとつは、連合山形関連団体が結び目
となって、連合山形と協同組合、ＮＰＯなどとが間接的
に連携していることである。もうひとつは、労働組合Ｏ
ＢがＮＰＯや市民団体などに関与することによって連携
がうまれるということである。

連合山形の加盟組合や組合員がどの程度、地域ネッ
トワークに参加、関与しているかという点が今後の課題
として問われている。
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『連合山形を中心とする地域活動の展開』（概要）

第10章　吉村知事支援と政策活動

第10章は、県知事選挙および政策活動を通して、労
働組合と県政の関係性を明らかにする。

1993年からの高橋県政時代に築かれた労働組合と県
政との関係は、2005年からの斎藤県政によって壊れた。
斎藤知事は労働組合の要請行動にはまったく応じなかっ
た。労働組合だけでなく、農協などの各団体に対しても
同様であった。斎藤知事のこうした冷たい対応が知事選
での対抗勢力の結集につながっていった。そのきっかけ
のひとつが、2008年の物価高騰問題に関する意見交換
会であった。連合山形が働きかけ、農協、トラック協会
など、影響力のある各団体が集まった。

2009年知事選では、連合山形が前面に出て吉村候補
を支援し当選を果たした。労働組合と県政との関係は、
吉村県政になって回復した。従来の要請行動だけではな
く、知事および各部署との政策協議の場がもたれるよう
になっている。

第11章　地域ミニマム規制をつくる
～公契約条例とトラック最賃に関
する取り組み～

第11章は、連合山形および産別組織が取り組んだが
制定までに至らなかった事例として、山形市公契約条例、
山形県トラック最賃をとりあげる。

山形市公契約条例の失敗の原因は、市側の手順のふ

み方の問題や与党議員間で賛否が分かれたことにあっ
た。トラック最賃の場合は中央経営団体の根強い反対が
原因となり失敗した。これらの背景にはそれぞれの業界
に対する規制緩和があり、企業間競争が激化するにつれ、
ダンピングが横行し労働者の賃金・労働条件も劣悪にな
っていたという共通の根本的問題がある。

地域ミニマム規制は未組織労働者への大きな意義が
あることから、連合や産別の枠を超えて組合同士がうま
く連携している山形の特徴を大いに活かし、県民を巻き
込んだ幅広い大衆運動に発展させることが重要であると
いえる。

まとめに代えて　 連合山形の地域活動の成果
と展望

地域ニーズは一定ではなく、経済・社会の状況によ
って変化する。地域ニーズの変化に応じて地域活動も見
直しや再編が必要である。ここでは、相談活動、最上川

「自然度」調査、農山村との交流事業、ふるさと奨学ロ
ーン、中心市街地活性化の事例を再度とりあげ、地域ニ
ーズへの対応の観点から検討している。さらに、地域活
動に不可欠である人材、資金力、ノウハウの面からも各
事例を整理している。

そこからみえてくるのは、労働組合が地域活動を進
めるにあたっては、たんに地域からの依頼に応じるだけ
でなく、自ら主体的・積極的にニーズを見出し、掘り起
こす必要があるということである。

連合山形総研・連合総研
「山形県内の地域活動に関する共同調査研究プロジェクト」の構成

（研究期間：2014 年１月～ 12 月）

座　　　　長：立松　　潔　  山形大学人文学部教授・連合山形総研所長（まとめに代えて）
委　　　　員：安田　　均  　山形大学人文学部教授（10 章）
　　　　　　　戸室　健作  　山形大学人文学部准教授（２章）
　　　　　　　森　　俊幸  　連合山形事務局長
　　　　　　　高橋　　朗  　元連合山形副事務局長・前山形県労福協専務理事
アドバイザー：高木　郁朗  　日本女子大学名誉教授・連合山形総研顧問
調  査  協  力：藤橋　繁夫  　前連合山形総研専務理事
事 　 務 　 局：梅津　庸成  　連合山形総研専務理事（６章）

舘内　　悟  　連合山形副事務局長
柏木　　実  　連合山形組織広報部長
麻生　裕子  　連合総研主任研究員（１章・４章・５章・９章・11 章）
前田　克歳  　連合総研研究員（11 章）
内藤　直人  　元連合総研研究員（３章・７章・８章）

※役職名は 2015 年３月現在、カッコ内は執筆担当箇所
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する論陣を張っている。
　第二章では、遊郭の中の女性たちの
実情を描いているが、興味深いのは識
字率の向上、いわゆる教育の拡大・浸
透が、内部における相談と共有、そし
て抵抗へと続く流れの基盤となってい
ることが感じ取れることだ。
　単純な比較はできないものの、現代
における労働教育・労働者教育の必要
性の背景とも相通ずるものを感じる。
　第三章は、1926 年を大転換点とし
て、遊郭の改善に向けた世論の高揚を
紹介し、芸妓の救済に取り組む労働運
動や国際条約の動向などにもふれてい
る。
　第四章、第五章が本書の最も興味深
いパートであり、実力行使としての逃
走、そして逃走からストライキという
抵抗への変遷が描かれている。当時の
芸妓たちの訴えた内容がある。帳簿を
ごまかしたり、古着を売りつけてマー
ジンを取ったり、日常的な支払い義務
を果たさなかったりという経済的な要
求がまず問題となっており、それに加
えて待遇の冷酷さがあげられている。
　売り上げのごまかし、制服の有償提
供、業務に関わる経費の個人負担の強
制、各種のハラスメント、現代におい
て仄聞する一部企業の姿と何ら変わる
ことがない。
　また、労働運動の高揚についても争
議件数、その内容等からストライキや
サボタージュが工場労働者の中だけで
はなく、より広範囲の労働者に待遇改
善のための手段として広まっていたこ
とを明らかにしている。
　そうした中、遊郭の中での女性たち
の待遇改善に向けた行動は、ともに働
く女性たちとの会話や、客によっても
たらされる情報、そして外部の活動家
からの働きかけなどの相互作用の中で
生まれてきたとしている。
　遊郭という特殊な環境であるにもか
かわらず、そこには同僚と言葉を交わ

し問題を共有して行動するという、労
働運動のもっとも根源的な形であらわ
れている。
　現代の多くの職場において、行動に
移さないまでも、このような同僚との
会話や問題の共有化がはかれているだ
ろうか。
　本書のあとがきに書かれている作者
の言葉を紹介しておきたい。
　「遊郭の中の女性たちが、ストライ
キを生きるための手段を選びとって
いった時代から 90 年近くが過ぎた現
在、セックスワーカーや非正規労働者
を取り巻く状況は、やはり困難に満ち
ているといわざるを得ない。むろん、
人身売買と過酷な搾取のもとにあった
遊郭の中の女性たちと現在を生きる労
働者とを単純に比較することはできな
いが、それでも労働者の団結というこ
とに絞ってみるならば、派遣労働や有
期契約のもとで多くの労働者は分断さ
れ、ストライキはおろか自分たちの問
題について相談し共有することすら難
しい状況で働き続けることを余儀なく
されている。だからこそ、人間性への
搾取と圧倒的な不自由さの中にあって
も、言葉を紡ぎあい、状況を切り開く
ためにストライキや不正の告発を行
なった芸妓や娼妓たちの生の痕跡に、
現代における抵抗を模索するための重
要な手がかりがあるとわたしは考えて
いる。この本が現代を生きるセックス
ワーカーや非正規労働者たちが状況改
善を模索する中で、行動のためのひと
つの手がかりとなれば幸いである。」
　この言葉に、本書の価値が表されて
いる。
　最後に、当時の芸妓を取り巻く支援
者たちには状況改善や不正の告発とい
う当事者の主張を評価する視点が圧倒
的に欠けているように思われるとの作
者の指摘は考えさせられる。

書の題名にある「遊郭」という
言葉から、読者の方々の中には

誤解をする方もいるかも知れない。し
かし、本書が描き出しているのは「遊
郭」という特殊な場所で、耐え難いほ
どの厳しい環境の中に身をおきつつ
も、働く環境の改善を求め、ストライ
キ等の手段を行使しつつ闘ってきた女
性たちの歴史である。
　本書が扱っている時代は、現代から
およそ約 1 世紀前、1900 年前半の
できごとである。作者は、当時の新聞
記事を中心に丹念に情報を集め、当時
の姿を鮮明に描き出している。読者の
皆さんには、楼主、芸妓を現代の使用
者、労働者に置き換えて、比較しつつ
読んでもらいたい。芸妓の待遇改善な
どに真っ向から反対する楼主の対応
と、意図的に脱法行為を行う現代の一
部経営者の姿、働くことに関する知識
が乏しいばかりに、過酷な労働条件を
強いられている現代の労働者と本書の
芸妓の姿には、誤解を恐れずに言えば、
同様の匂いが感ぜられる。
　本書の構成を紹介しておきたい。第
一章は、芸妓・娼妓を取り巻く環境を
紹介しているのだが、芸妓を恥とする
論調に対し、与謝野晶子が芸妓を擁護
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山家悠平 著
株式会社　共和国
定価3,200円（税別）

『遊郭のストライキ』

女性たちの二十世紀・序説

本

最近の書棚から
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今月のデータ 内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（2012 年）
内閣府「男性にとっての男女共同参画に関する意識調査」（2012 年）

夫婦間のコミュニケーションは
男女共同参画社会実現への大きな一歩

−あなたはパートナーと会話をしてますか？−

　内閣府が2012年に行った「男女共同参画に関する世論調査」と「男

性にとっての男女共同参画に関する意識調査」から得られた、夫婦の

コミュニケーションに関する興味深いデータを以下に紹介する。

　家事や育児、そして介護や地域などへの男性の参加がなぜなかなか

進まないのか？ その原因は、労働時間短縮などの外的要因よりも実

は内的要因である夫婦間のコミュニケーションにあるのかもしれない。

　図１の結果を見るかぎり、男性の育児などへの参加には夫婦間のコ

ミュニケーションが一番重要な要素となっている（66.7％）。

　家庭は社会の最小単位であり、育児も家事も介護も多くはこの最小

単位内で分担することとなり、そして、地域はその延長上にあること

を考えれば合点がいく。

　育児や介護に関して言えば、多くの制度が整っているのだから、妻

が日常的な会話を通して夫に働きかけていけば、夫の理解が進み参加

することにつながるのではないかと大きく期待が膨らむ。

　図２によると、妻とよく話をする男性は、「定年後や老後の楽しみ

や計画はほとんどない」とする回答が少なく、また「何もやる気が

しないと感じたことがよくある」とする回答も少ない。夫婦間のコ

ミュニケーションは、人生を歩む中で充実感を得るために重要な役

割を果たしていると言える。

　夫婦間のコミュニケーションは、男女共同参画社会実現のために

は思いのほか重要であり、また、人生を充実させるツールにもなっ

ているようだ。

図１　男性の家庭・地域参画に必要なこと

図２　夫婦間のコミュニケーション
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　この春から、就活の時期が変わりま
した。該当する学生たちは今、エント
リーシートを何枚も書いていることで
しょう。そして、売り手市場とは言え、
学生たちは何回も「お祈りメール」（不
採用通知）に遭遇することになるでし
ょう。
　希望に満ちた若者の心を無残にも傷
つけるお祈りメールですが、学生の皆
さんにはこの試練に打ち勝って社会に
デビューして欲しいと思います。
　社会では、学生時代とは異なり、様々

な試練が待ち受けています。特に、結
婚・出産・子育て期には、男女ともに
多くの課題に直面することでしょう。
しかし、そのような場面を乗り越える
ためには、「男らしさ、女らしさ」に
縛られない「自由な発想」が必要にな
ると思います。
　今号には、そのような思いも込めら
れていますので、ぜひご一読いただけ
れば幸いです。

　（エンジェル）
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【4月の主な行事】

 4 月 1 日 所内・研究部門会議

 ６日 雇用・賃金の中長期的なあり方に関する研究委員会

 ８日 所内勉強会

　  企画会議

 10 日 経済社会研究委員会     　　 　 （主査：小峰　隆夫　法政大学教授） 

 15 日 所内・研究部門会議

  日本における社会基盤・社会組織のあり方に関する研究委員会

 （主査：篠田　徹　早稲田大学教授）

　 22 日 住民自治と社会福祉のあり方に関する研究委員会

（主査：沼尾　波子　日本大学教授）

　 24 日 地域再生をめざす産業・労働政策と労働組合の役割に関する研究委員会

　 27 日 労働者教育のあり方に関する研究委員会

（主査：藤村　博之　法政大学教授）

  日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査研究委員会

（主査：毛塚　勝利　法政大学大学院客員教授）

 28 日 第 29 回勤労者短観記者発表


